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中央環境審議会地球環境部会 

産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会 

合同会合（第４９回）  

議事録 

 

平成３１年４月２３日（火） 

 １６：０１～１８：１２ 

於：全国都市会館 大ホール 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 議 題 

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（仮称）（案）について 

３ 閉 会 

 

（配付資料） 

資料１   中央環境審議会地球環境部会 委員名簿 

資料２   産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会 委員名簿 

資料３－１ パリ協定長期戦略案のポイント（概要版） 

資料３－２ パリ協定長期戦略案のポイント（詳細版） 

資料４   パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（仮称）（案） 

参考資料１ パリ協定長期成長戦略懇談会についての経緯紙 

参考資料２ パリ協定長期成長戦略懇談会提言のポイント 

参考資料３ パリ協定に基づく成長戦略としての長期成長戦略に向けた懇談会 提言 
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○亀井環境経済室長  皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから中央

環境審議会地球環境部会産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会合同会合を

開催いたします。 

 本日は、委員総数の過半数の委員にご出席いただいております。ありがとうございます。

定足数に達しております。 

 なお、本日の審議は公開とさせていただきます。 

 ここで、中央環境審議会地球環境部会の２名の委員に交代がございました。経団連環境

安全委員会地球環境部会長の右田委員、日本商工会議所エネルギー・環境専門委員会委員

の中島委員にご参加いただくこととなっております。また、産業構造審議会地球環境小委

員会に早稲田大学の大塚委員、東京商工会議所エネルギー・環境委員会共同委員長の野末

委員の２名の方々に新たにご着任いただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 審議に先立ちまして、冒頭、経済産業省産業技術環境局長の飯田よりご挨拶させていた

だきます。 

○飯田産業技術環境局長  皆様、ご多用中お集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。本日は、パリ協定の長期戦略についてご検討いただきます。これは昨年６月に未来

投資会議という成長戦略を議論する場で安倍総理から、温暖化対策はむしろ競争力の源泉

である、環境と成長の好循環を実現せよ、イノベーションを推進する、グリーン・ファイ

ナンスを推進する、それから、日本の技術の国際展開を進めるということでご指示があり、

本日ご出席を賜っておりますけれども、高村先生を初めとするＪＩＣＡの北岡理事長を座

長とする有識者懇談会でご検討いただいて、きょうお配りしてありますが、４月２日に懇

談会報告書をいただきまして、それに肉づけをする形で本日政府の長期戦略のたたき台を

お示しさせていただいております。 

 内容でございますけれども、全体のビジョンとして高い目標を掲げて、環境と成長の好

循環を実現するための具体的なアクションもかなり書かせていただいておりまして、私ど

もとしては、他国に比べて類がないものがたたき台としてはできたのかなと思ってござい

ます。本戦略の策定を通じまして、今年度、Ｇ20の会議が開催されますけれども、こうし

た我が国の考え方や取り組みを世界と共有して、世界全体の取り組みにつなげてまいりた

いと考えておりますので、忌憚のないご意見を賜れればと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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○亀井環境経済室長  続きまして、中央環境審議会地球環境部会の三村部会長、産業構

造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会の内山委員長よりご挨拶をお願いいたしま

す。 

○内山委員長  内山でございます。本日は恐らく平成最後の会議になるかと思います。 

 皆様もご存じのように、パリ協定では世界全体の温室効果ガス排出水準レベルを2100年

までにゼロレベル、あるいはそれ以下にするという非常に厳しい目標が掲げられ、それの

実行ルールが決まりました。これまで2030年の削減目標を政府中心に実施しておりまして、

それは産業、運輸、民生、それぞれの部門におきまして、それぞれの積み上げで削減目標

を達成しようというものでありますが、パリ協定のような野心的な削減目標になりますと、

もっとグローバルかつ長期的な戦略で物事を考えなければならないかと思います。 

 先ほど局長から説明がありましたように、総理大臣の指示のもとに経済界、産業界、そ

して学界の皆様が集まっていただきまして、パリ協定長期成長戦略懇談会を開催し、５回

にわたる会議がありました。そして４月２日にその提言がまとめられました。本日はその

提言に対して、社会の変革、あるいは技術革新、さまざまな視点から皆様から忌憚のない

ご意見をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三村部会長  皆さん、こんにちは。中央環境審議会地球環境部会長・三村でございま

す。 

 先ほど来ご紹介がありますとおり、本日のテーマは、パリ協定に基づく長期戦略につい

てであります。もう何度も触れられておりますけれども、ちょっと振り返ってみますと、2

015年は非常に潮目が変わった年といえるのではないかと思います。パリ協定の合意によっ

て、世界を挙げて温暖化対策に取り組もうという機運が高まりました。その後、投資のあ

り方とか産業のあり方、そういうもので非常に大きな変化が生じております。 

 パリ協定の目標にもあるとおり、地球全体でＣＯ２ゼロエミッション社会を目指すとい

う方向も徐々に強くなってきていると思います。そういう世界の流れの中で、この提言を

受けて、６月のＧ20の会議までに政府が長期戦略をまとめるということでありますので、

世界をリードするような提言、政策になりますように、審議会としても皆様方のご意見を

期待いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○亀井環境経済室長  ありがとうございました。ここでカメラはご退席をお願いいたし

ます。 

 配付資料の確認をさせていただきます。議事次第、配付資料一覧、座席表のほかに、資
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料１及び資料２としまして各審議会の委員名簿、資料３―１及び資料３―２として長期戦

略のポイント、資料４として長期戦略の本文、参考資料として長期戦略懇談会に関する資

料の３点をお配りしております。お手元の資料に不備がある場合は、事務局までお申しつ

けください。 

 それでは、以後の進行は産業構造審議会地球環境小委員会の内山委員長にお願いいたし

ます。 

○内山委員長  議事の進行は順番で、今回は経済産業省が担当しますので、私が務めさ

せていただきます。それでは、早速議事に入ります。 

 本日は議事次第にあるとおり、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略についてご

審議いただきたいと思います。 

 まず、事務局から資料の説明をまとめていただき、その後、委員の皆様からご質問やご

意見をいただきたいと思っております。 

 まず議題に関して、資料３―１を事務局から説明をお願いいたします。 

○亀井環境経済室長  ご説明させていただきます。資料３―１、３―２が長期戦略のお

ポイントであります。１枚の概要版と３枚の詳細版がありますけれども、きょうは資料３

―２を使いましてご説明させていただきたいと思います。 

 その前に、参考資料として長期戦略懇談会の資料をつけております。この懇談会から４

月２日にご提言いただきまして、その提言を受ける形で政府のほうでとりまとめの案をつ

くりましたのが、この長期戦略という位置づけになっております。 

 参考資料２をごらんください。懇談会の概要であります。一番上の枠囲い、今世紀後半

のできるだけ早期に脱炭素社会の実現を目指し、2050年までに80％の温室効果ガスの削減

に大胆に取り組むべきであるとか、気候変動問題の解決には世界全体での取り組みと、や

はり非連続なイノベーションが不可欠である、ビジネス主導の環境と成長の好循環を実現

するような長期戦略を策定すべきというご提言をいただきました。この提言をいただきま

して、今回政府のほうで案をとりまとめさせていただいたものが資料３―１、３―２の概

要、資料４の長期戦略の案であります。 

 資料３―２をごらんいただければと思います。基本的な考え方であります。今、長期懇

談会からご提言いただきましたとおり、長期的なビジョンといたしましては、最終到達点

として脱炭素社会、カーボンニュートラルを掲げております。それを野心的に、今世紀後

半のできるだけ早期に実現するということを目指すということを掲げております。2050年
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までに80％の温室効果ガスの排出削減に向けて政策に取り組んでいくということでありま

す。 

 政策の基本的な考え方につきまして、こうした非常に高い野心的なビジョンの達成のた

めには、やはり非連続なイノベーションを起こしていかなければならない。しかも、それ

は技術があるだけではなくて、社会に実装されていくことが必要で、そのためにはビジネ

スに主導していただくということだろうということであります。そういったビジネスが伸

びて成長する、それがさらなる対策に結びつく、環境と成長の好循環を実現していく。そ

のような戦略であるべきだということであります。しかも、それは日本国内だけの取り組

みではなくて、世界全体での取り組みを目指すべきであるという戦略を基本的な考え方と

しております。 

 また、この対策は非常に時間がかかる性質のものですから、迅速に取り組んでいく。日

本だけではなくて、世界全体に貢献していく。しかも、そういった取り組みが将来に希望

のもてる明るい社会、ＳＤＧｓや地域循環共生圏にも資するような戦略であるべきだろう

と考えております。 

 第２章からが施策の中身になってまいります。第２章は各部門ごとにビジョンを提示す

るということと、そのビジョンに向けた施策の方向性を記載しております。 

 大きく４つの各分野を想定しており、１つがエネルギー分野であります。目指すべきビ

ジョンといたしましては、エネルギー転換、脱炭素化を進める。そのためには特定の技術

にこだわらずに、あらゆる選択を追求していくということをビジョンとして掲げておりま

す。 

 そのための施策、対策の方向性といたしまして、再エネ、再生可能エネルギーについて

は主力電源化を目指していく。コストを下げ、系統制約を克服する。火力については、パ

リ協定の長期目標と整合的に火力発電からのＣＯ２排出を削減していく。そのためのイノ

ベーションとして、例えばＣＣＳとかＣＣＵ、カーボンリサイクルを推進していく。水素

は、水素社会を実現していくということを掲げております。 

 産業分野につきましては、新たな生産プロセスを確立して、ものづくりの脱炭素化を図

っていくということをビジョンとして掲げております。そのための対策・施策の方向性で

ありますけれども、ＣＯ２フリー水素を活用して、例えば水素還元製鉄によるゼロカーボ

ン・スチールに挑戦していく。ＣＣＵ、カーボンリサイクル、バイオマスに対して原料転

換を図っていく。人工光合成の研究開発等を進めていくということを記載させていただい
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ております。 

 運輸部門です。Well to Wheel Zero 、ゼロエミッションにチャレンジしていくというビ

ジョンを打ち出しております。2050年までに１台当たりの温室効果ガスを８割削減してい

く等のビジョンを掲げております。 

 施策・対策の方向性でありますけれども、自動車の環境性能評価を初めとした電動化政

策の国際協調を強化していく。次世代電動化技術のオープンイノベーションを促進してい

く。ビッグデータ、ＩｏＴを活用した道路、交通システムをつくっていく等々の施策を書

かせていただいております。 

 １枚おめくりください。地域・暮らしであります。 

 ビジョンといたしましては、地域における脱炭素化と環境、経済、社会の統合的向上を

図っていくという地域循環共生圏をつくっていく。2050年までにカーボンニュートラルで、

かつレジリエントで快適な地域と暮らしを目指していこうということを打ち出しておりま

す。 

 その対策・施策の方向性としましては、カーボンニュートラルな暮らしへの転換。例え

ば、ストック平均でＺＥＢ・ＺＥＨ相当を進めるための技術開発を進めていく、普及を図

っていく、ライフスタイルを転換していくということであります。地域づくり、都市とか

農産漁村等において、カーボンニュートラルな地域をつくっていくということを書かせて

いただいております。 

 吸収源対策としましては、十分な吸収源の確保を目指していこうということを書いてお

ります。 

 こういう分野ごとのビジョンと対策・施策の方向性に加えまして、第３章では、横断的

な施策として３つの柱を掲げております。脱炭素社会2050年８割削減、非連続なイノベー

ションが必要であるという趣旨から、イノベーションを全面に押し出した戦略を書かせて

いただいています。 

 第１節がイノベーションでありまして、基本的な方向性としましては、温室効果ガスの

大幅削減につながるような脱炭素技術の実用化、普及のためのイノベーションに取り組ん

でいく、社会実装可能なコストを実現していくということを基本的な考え方としておりま

す。 

 そのために３つ柱がありまして、まず戦略をつくっていこうということであります。革

新的環境イノベーション戦略を策定する。、その中身としましては、コスト等の明確な目標
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を設定すべきである、そこに対して官民のリソースを最大限投入していく、国内外の技術

シーズの発掘、創出をしっかりやっていこうということであります。 

 そのために３つ柱がございまして、まずは国内外における技術シーズの発掘や創出、ニ

ーズから課題を設定していく。例えば世界の主要国、Ｇ20がありますけれども、科学技術

の指導的な人材を招聘して国際会議を日本で開催する。ＲＤ20と書いてありますけれども、

そういうことを通じまして研究機関の連携強化と国際共同研究開発を展開してこうという

ことであります。 

 もう１つが、ビジネスにつながる支援を強化すべきという趣旨から、技術シーズ、人材

の発掘がビジネスにつながるように、公的機関が選定した企業に対する支援を推進してい

くことを記載しています。 

 もう１つが、実用化に向けた目標設定をしっかり行う、課題をみえる化していくという

ことであります。再エネ、エネルギー転換、例えばＣＣＵＳ、ネガティブ・エミッション

分野については、ＣＣＵ、カーボンリサイクル製品の既存製品と同等のコストを実現して

いくという目標を設定しております。水素につきましては、製造コストを10分の１以下と

するなど、既存エネルギーと同等のコストを実現していくという目標を設定しております。

再生可能エネルギーにつきましては、既存電源と同水準のコストで導入できる大幅増大に

資する技術を確立していく。原子力については、安全性、経済性、機動性にすぐれた炉を

追求していく、バックエンドの問題解決に向けた技術開発を実現していくということを書

いております。 

 こうしたものとあわせまして、経済社会システムとかライフスタイルの分野でもイノベ

ーションも重要であります 

 ２つ目がグリーン・ファイナンスでして、こういったイノベーションを推進していかな

ければならないわけですけれども、民間のビジネスでイノベーションに取り組む企業をみ

える化をして、そういった企業にＥＳＧ資金を流していく。そうすることによって、そう

いった企業が伸びて、さらなるイノベーションが可能になるような好循環を実現していく。

ファイナンスの面からイノベーションを支えていくという内容を第２節のグリーン・ファ

イナンスで書かせていただいております。 

 １つ目が、ＴＣＦＤによる開示とか産業と金融の対話を通じた資金の好循環を構築して

いくということでありまして、例えばＴＣＦＤとありましたけれども、これを実際に行っ

ていく際のガイダンスとか、シナリオ分析のためのガイドを拡充して開示を支援していく
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ことや、そういった情報をしっかり活用し、グリーン投資に流し込んでいく、そのための

金融機関向けのガイダンスを策定していくということ。また、産業界と金融界の対話の場

として、ＴＣＦＤのコンソーシアムを創設していこうということ。そこでの議論を世界に

発信、共有していくためのものとしてＴＣＦＤサミットを日本で秋に開催していこうとい

ったものを書かせていただいております。 

 １枚おめくりいただきまして、３ページ目であります。金融側の取り組みとして、ＥＳ

Ｇ金融の拡大に向けた取り組みということで、グリーンボンドの発行支援や金融界の経営

トップのコミットメントを得たＥＳＧ金融ハイレベル・パネルといった取り組み等を通じ

て、金融機関のＥＳＧ金融に関するモメンタムを醸成していくことを書かせていただいて

おります。 

 最後がビジネス主導の国際展開、国際協力でありまして、イノベーションで生まれた果

実を世界に広げていく、地球規模のＣＯ２削減に貢献していくといったコンセプトを書い

てあります。 

 基本的な方向性といたしましては、日本の強みである環境性能の高い技術、製品を国際

展開していく、世界全体の排出削減に日本が貢献していくという発想で政策を記載させて

いただいております。 

 柱は３つでして、まずは政策・制度構築や国際ルールづくりと連動した脱炭素技術の国

際展開ということで、技術を売っていく際に、例えば省エネラベルとか国際標準化とか、

そういった相手国における制度構築をしっかり図りながら、例えばＡＳＥＡＮ大で官民イ

ニシアティブを立ち上げなどの取組を通じて、ビジネス環境を整備し、技術の普及、横展

開を図っていくということを記載しております。 

 また、ＣＯ２排出削減に資するようなインフラ輸出を強化していくということで、パリ

協定の長期目標と整合的にＣＯ２排出削減に貢献するようなエネルギーインフラ、都市交

通インフラを国際展開していくということを書かせていただいております。 

 第４章、その他の部門横断的な施策としまして、人材育成。レジリエントというのは、

適応と緩和の調和を効果的に推進していく。こういった気候変動対策を進める際には公正

な移行も配慮していく。カーボンプライシングにつきましては、国際的な動向や日本の事

情、産業の国際競争力の配慮、影響等を踏まえた専門的、技術的な議論が必要であるとい

うとりまとめの案とさせていただいております。 

 最後、レビューと実践であります。レビューについては、本体計画とかエネ基等と連動
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を図りながら、例えば６年程度を目安としまして、この長期戦略も見直していくというこ

とを書かせていただいております。 

 というのが現在、我々のほうで長期戦略としてまとめさせていただいた案の概要でござ

います。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいま説明いただきました成長戦略案について、皆様からご意見をいただ

きたいと思います。 

 本日は実は以前よりも出席者が非常に多くて、今、説明を聞いておわかりのように、非

常に説明の内容が多岐にわたっておりまして、１人が話しても10分、20分簡単にご意見が

出てしまうのではないかという危惧をしております。ただ、40名もの出席者がいますので、

どうしても全員に発表の機会を与えるとなると２分以内ということで、厳しいとは思いま

すが、運営上、皆様、協力をお願いします。また、委員の方が先に発言されたことが同じ

内容でしたら、○○委員がもう既に指摘していますのでということで、そこは省略してい

ただきたいと思います。ぜひスムーズな運用にご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ご意見を聞きますが、名札を立てていただきたいと思います。今回は中

環審の方々から先にご意見をいただくというルールになっておりまして、最初に浅野委員、

よろしくお願いします。 

○浅野委員  委員長、どうもありがとうございます。2030年までの計画しかなかったの

ですが、その後の見通しが、ようやく政府としてもはっきりしたものとしてできたという

のは大変いいことだと思います。 

 大分努力なさったと思うので、余り悪口をいう気はないのですが、やはりこのビジョン

をどうやって実現するのかという手だてとか、ロードマップという点でみると、まだまだ

十分ではないという感じもします。ですから、できれば早急に温対計画の見直しをして、

この長期戦略にいわれていることが早く実現できるために、温対計画の中にしっかり盛り

込んでいくということが必要ではないかと思います。 

 特に重要だと思いますのは、本文の７ページの27行以下のところに出ている「迅速な取

り組み」ということではないかと思っています。今からやらないといけない。本当にこれ

は今まで気候変動対策はおくれておくれて先延ばしにしてきたことばかりだと思うのです。

例えば系統強化、増強などは絶対必要なことですし、それから、都市の再開発があちこち
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で行われているときに、カーボンフリーの都市にしようというインセンティブが全くない

ものですから、どうもロックインのようなことが起こってしまうというのが心配です。 

 それから、ＣＣＳについてはかなり強調されていますけれども、法制度の面では全く不

備でありまして、環境総合推進費による研究でようやく前年度に報告書がまとまりました

から、こういうものを参考にして至急に法制度の準備のようなこともやらなければいけな

いのではないかと思います。 

 最後に、こういうビジョンというのはやはり多くの方に知っていただいて、関係主体が

この内容を共有できるようにしないと、こういうものがありますで終わってしまいますか

ら、ぜひそうならないように啓発、普及、ビジョンの周知ということは力を入れていただ

きたいと思います。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、井田委員、お願いいたします。 

○井田委員  ありがとうございます。提言に各省庁が肉づけするだけと聞いていたので

すけれども、大量の肉がついて、肉が余りにもついてしまって肥満体になって、肝心の骨

格がみえていないという印象なのですけれども、1.5度への貢献とか、今世紀後半、可能な

限り早い時期の脱炭素という重要なメッセージを明確にみえる形に整理することが必要か

なと思います。特に原子力についてはぜい肉たっぷりみたいな、何でこういうことになっ

たのか、政府はアカウンタブルでなければいけないと思います。 

 具体的なポイントを３点申し上げたいのですが、ダブりを避ける意味で２つ、私、江守

さんが出している紙と全く同じでありまして、非連続的なイノベーションにこだわると。

これ、こだわり過ぎると、前回も申し上げたのですけれども、1990年代につくられ、今誰

も覚えていない地球再生計画というのがあって、あれの失敗を繰り返すようなことをして

はいけない。既存の技術、既存の政策オプションの中で、直近、大幅に削減できるという

道をもっと明確にすべきだと思います。 

 ２点目、石炭についても、私、江守さんの出したペーパーと全く同じなので、多くは申

し上げませんけれども、懇談会の中ではたしか日本の石炭が大きなレピュテーションリス

クになっているという指摘があったと思うので、ここはＧ20に向けて、世界に向けてこれ

を発信するというのだったら、やはり全廃と書かない限り、世界からは評価されないと思

います。 

 長くなって恐縮なのですが、３点目は、提言の中には産業分野でのマテリアルの脱炭素

化というのがきちんと書かれていたと思うのですけれども、私にはこれがどうも戦略の中



- 11 - 

 

ではきちんとみえません。特に重要なのは、やはりＧ20で重要になるプラスチックの問題

なのです。この前、私、質問したのですけれども、お答えをいただいていないので、今回

ぜひお答えをいただきたいと思うのですが、マテリアルの脱炭素化を考えるのだったら、

今の石油起源のプラスチックの大量生産、大量消費、大量回収、大量焼却はどう考えても

脱炭素化と整合性があるとは思えない、パリ協定と整合するとは思えない。廃棄物部局で

なくて、温暖化をやっていらっしゃる経産省の方には産業政策としてこれをどのように考

えるのかというお伺いに対して、環境省にも同じことを伺いたいと思います。繰り返しに

なりますけれども、前回質問してお答えをいただいていないので、きょうはぜひお答えい

ただきたいと思います。 

○内山委員長  続きまして、大江委員、お願いします。 

○大江委員  初めて参加いたします。日赤大阪府支部の大江と申します。 

 この長期戦略なのですけれども、この進捗に日本として取り組んでいくということで、

世界的な発信が非常に重要かなと思いますので、たまたまＧ20は大阪で行われるというこ

ともありますし、また、パリ協定の10年後がちょうど2025年の大阪万博に当たってござい

ますので、ぜひこの場を日本の温暖化への取り組みを世界的に発信する、この長期戦略の

日本としての取り組みの進捗を発信する機会として活用いただけたらうれしいなと思いま

したので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、荻本委員、お願いいたします。 

○荻本委員  私からは２点。 

 まずは、コスト規律という言葉はこの中でも出てきます。これは極めて大事なことだろ

うと思いますので、書いているだけではなくて、一体どのようにコスト規律を保っていく

のか。予算を要求する段階もそうですし、中間結果が出たときもそうですし、コスト規律

というのをしっかりやることによって、非常にたくさん書いてあるいいアイデアをどの順

番にやらないといけないのか。コスト規律、つまりリソースが十分ないというところから

しか出てこないと思いますので、まずこれが重要だと。全く同じ話なのですけれども、そ

れは今たくさん並んでいる技術を時間軸に展開したら一体どこで実用化されるのか、また、

実用化される時期がわかったとすると、いつ技術開発に着手するのかということが重要で

あるということだろうと思います。これを全部一緒にやったら破産する、発散するという

ことを、どうやって規律を高めていくかということだろうと思います。 
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 もう一点は、制度という言葉だろうと思います。制度は非常に安くて、いろいろなもの

を実現できる。ただ、いろいろなステークホルダーのお互いのコンフリクトがあるので、

なかなかできないというところなのですけれども、これこそが政府が一番やるミッション

を負った分野だと思います。なので、非連続なイノベーションというのは結構なのですけ

れども、格好いい言葉にとらわれずに、今、非常に安く確実にできることは何なのか。そ

れは１つはキーワードが制度にあるということだろうと思います。 

 この２点をご指摘したいと思います。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、河上委員、お願いします。 

○河上委員  ありがとうございます。幾つか意見を述べさせていただきます。 

 エネルギー資源に乏しい我が国で脱炭素社会を目指していくためには、11ページあたり

にも書いていただいているのですけれども、やはりエネルギー分野においてはＳ＋３Ｅが

基本的視点、大前提とすることが極めて重要と考えております。したがいまして、今も書

いていただいていますが、このとおり確実に記載をお願いいたします。 

 それから、この観点に加えて、2050年ということになりますと、かなり長期の話でござ

いますので、相当程度、不確実性が出てくるということでございますから、再エネの主力

電源化にしっかり取り組んでいくのは当然のことながら、やはり安全性の確保を大前提と

いたしました原子力の活用がどうしても不可欠ではないかと思っております。その点につ

いても記載をご検討いただきたいと思います。 

 最後ですが、以前からも申し上げているとおりなのですが、やはり大幅な温室効果ガス

の削減をやっていくためには、電源の低炭素化は当然のことなのですが、加えて電化の推

進も必須かと考えております。電化については50ページあたりに記載いただいております

が、電化の推進というワードについても記載のご検討をお願いできればと思います。 

 以上です。 

○内山委員長  続きまして、岸上委員、お願いします。 

○岸上委員  ありがとうございます。内容につきまして、井田委員と同様の疑問をもっ

ておりますので、後ほどお答えいただければと思います。 

 そのほかに、先ほど効果とコストを考えながら対応していくというご説明があったかと

思いますのが、それに関連しまして、情報の信頼性というポイントについて申し上げたい

と思っております。信頼できる情報がなければ判断を誤ってしまうリスクがあると思いま

す。３つぐらいポイントがあるかと考えます。 
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 １つ目は、情報開示に関してでございます。この報告書に情報開示に関してＴＣＦＤの

イニシアティブについて盛り込んでいただきまして、ありがとうございます。ただし、現

在、イニシアティブの乱立ということがいわれておりまして、企業の方は混乱もされるで

しょうし、全てに対応するとなると大変かなという状況だと思っております。そして、国

際的にはＣＤＰ、ＣＤＳＢ、ＧＲＩ、ＩＡＳＢ、ＦＡＳＢ、ＩＳＯ、ＳＡＳＢといった機

関が集まって、コーポレート・レポーティング・ダイアログという活動が行われておりま

す。そのような状況を認識しながら、イニシアティブの乱立という状況にどう向き合って、

効率的な情報開示のフレームワークをどのように考えていくかという視点が大事ではない

かというのが、１点目です。 

 次が、ガバナンスと情報の報告ないしは開示との連動という論点でございます。報告書

にも記載されておりますけれども、日本においてコーポレートガバナンス・コードが導入

され、ガバナンス改革が進んでいるのは大事な進捗だったと思います。組織全体にとりま

して、統制活動の基盤となるガバナンスがきいていなければ、その戦略等を実務に落とし

込むことはできませんしモニタリングも困難です。また、ガバナンスと切り離されていて

は、開示される報告書の内容が信頼できるものにはなりませんので、ガバナンスと情報の

報告ないしは開示との連動という視点をもつことが大事であると思っております。 

 最後の３点目ですけれども、これは我々会計士の職業にも若干かかわりがありますが、

第三者による保証とか検証、意見といったことについてでございます。 

 ご案内のように、会計士は過去・現在の財務情報について監査、レビュー、合意された

手続ということで活躍してきました。いろいろお叱りを受ける場面もありますが、この監

査、レビュー、合意された手続は信頼性の程度や、性質にいろいろ違いがあります。その

点、まず、ご理解いただきたいと思います。 

 その上で、国際的には非財務の情報の信頼性の担保に使われている、ＩＳＡＥ3000とい

う基準がございます。非財務情報の場合は監査とはいわずに保証という言葉を使います。

合理的保証、限定的保証、そしてまた合意された手続を非財務情報の分野にどのように広

げられるかといった議論が進んでおります。日本もおくれることなく、国際的な議論をフ

ォローし、また、どんな性格をもつ信頼性の第三者による担保なのかということの理解を

関係者で醸成していく必要があるかなと考えております。よろしくお願いいたします。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、小西委員、お願いいたします。 

○小西委員  ありがとうございます。きょう時間がないと思いましたので、お手元にこ
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ちらの提言を置かせていただいておりますので、お読みいただければ幸いです。これ、脱

炭素社会というものを明確に打ち出して、1.5度を踏まえたという点は大変評価できる点で

はないかと思います。ですので、これ、パリ協定に提出されるものだと思いますので、そ

の観点から３点ばかり手短にお話しさせていただきます。 

 まず、15ページの火力発電、石炭もそうなのですけれども、これ、パリ協定の長期目標

と整合的にというのは、具体的にどのようなことをいっているのかということをご質問さ

せてください。 

 ２つ目が、産業界のビジョンに向けた対策・施策の方向性というところなのですが、こ

こで１つ欠けているかなと思われる視点が、日本を含めた先進国はもうこれから飽和社会

であるということ。日本は都市鉱山であるということです。いかに市中のものをリサイク

ルしていく、循環社会をつくっていくかという視点を施策として体系化して取り組むべき

かなと思っております。例えば日本には鉄も既に13億トン以上ありますし、１人当たりに

すると10トンになりますので、こういったところから出てくるものをいかに循環させてい

くかということが、これから脱炭素社会に向けての１つ重要な視点かなと思っております。 

 そして、75ページのカーボンプライシング。今までの慎重に検討から、専門的、技術的

検討が必要ということで、バージョンアップされたのかなとは理解していますけれども、

パリ協定に提出されている各国の長期戦略の多くにこのカーボンプライシング、既に導入

か、これから予定しているかと明確に書いてありますので、日本だけ検討という形でパリ

協定に提出するのはちょっと出おくれ感が出るかなと思っております。その点はやはり今

後改善される必要があるかなと思っております。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、佐藤委員、お願いいたします。 

○佐藤（淳）委員  ありがとうございます。パリ協定を踏まえて脱炭素を打ち出したと

いうことについては小西委員と同様、高く評価したいと思います。それで、メディアに身

を置く者として、この戦略をいかにこの国全体に浸透させていくかということに非常に関

心があります。そういう意味でいうと、私はたまたま今、東京と地方都市を行ったり来た

りしながら生活していますけれども、やはり地域であるとか、地域と都市間の差もありま

すし、地域間の差もあります。非常に意識の格差が大きいなと思います。別に東京が進ん

でいて、地方がおくれているなどという単純な話ではありません。地方においても、温暖

化対策を地域づくりと両立させている先進的なところもありますし、金融機関においても
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非常に質の高いグリーン・ファイナンスをやっておられるところがあります。 

 一方で、例えば最近、ある地方銀行のトップとお話をしているときに、胸にはＳＤＧｓ

のバッジが光っているのですけれども、よくよく話し込んでみると、パリ協定の何たるか

もよくわかっていないということがありました。別に知識がなくても、そのマインドをし

っかり受けとめていていただけていればいいのですが、中身が全く伴っていないような金

融機関も実際はあります。この戦略にも非常に金融のことがたくさん書いてありますし、

とても重要なことだと思います。この場は環境省と経産省が中心ですけれども、やはり金

融庁との連携も非常に大事になってくると思います。バッジをつけることが大事なのでは

なく、実際に温暖化対策に寄与する事業にお金がまわっていくことが大事です。そういう

意味でいえば、単に企業のＰＲということではなくて、この戦略をいかに実効性のある形

で企業活動や国民の意識の中に浸透させていくかが重要だと考えます。こうした点につい

て、政府全体で知恵を絞っていただきたいと希望いたします。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、下田委員、お願いいたします。 

○下田委員  ありがとうございます。私も脱炭素社会という言葉が出てきたということ

は高く評価したいと思いますが、これを読ませていただきまして、産業の特に製造業と運

輸、地域・暮らしと書かれているところはやはり攻め方が違うなと思いました。まず、産

業は書かれているイノベーションが非常に難易度の高いものであるということ、それから、

国際的に間接排出の問題等がある中で、世界の中で最も炭素排出の少ないものづくりがで

きたところがアドバンテージを受けるようなシステムをつくるという制度設計とあわせて

イノベーションを狙っていくということが大事であると。それに対して、運輸とか地域・

暮らしというところに書かれている技術はそれほど難易度が高くないので、ここは意欲的

な目標を掲げて、その目標に向かって達成していく。これまでトップランナー制度等で成

功してきたやり方でいけるのではないかと考えます。その上で、運輸、地域・暮らしとい

うところに関しては、インフラとか建築の寿命が長いということを考えますと、早期に具

体的なゼロエミッションのビジョンを書いていただきたい。それに向かって着実にできる

ところを進めていって、その中で2050年がどういう位置にあるかと考えていくというのが

妥当かと考えています。 

 それから、人材育成というのが出てきているのですけれども、先ほど佐藤委員からお話

がありましたように、やはり世論喚起をしないといけないので、国民全体に対する情報提
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供というテーマをぜひ掲げていただきたいと思います。 

 あと、水素の問題については、江守委員の意見書にもありますように、２次エネルギー

として位置づけをしていただきたい、せめてＣＯ２フリー水素と書いていただきたいと思

いました。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、住委員、お願いいたします。 

○住委員  簡単にいいます。総じて産業政策に偏っている気がします。特に分量からみ

ても、地域・暮らしとか非常に少ないし、私はおざなりになっているような気がします。

特に、ＳＤＧｓ達成を図る地域循環共生圏と、一言でほとんどの問題を全部カバーしてい

るように思います。現在の我々、国民が生活で抱えているいろいろな問題、例えば高齢化

社会とか格差社会とかをこの中でどうするかということぐらいは、もうちょっと触れるべ

きだと思います。 

 それから、公正な何とかというところがあって、そういう意味で転換期に非常にいろい

ろなことが起きるというのに触れたのはいいのですけれども、それが再教育だけかという

のが私の印象です。 

 ですから、そういう点では、成長戦略というのは新しい低炭素社会に向かっての戦略で

すので、社会という側面をもう少し強調して、いろいろな施策のことを具体的にしてもら

えればと思います。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、田中委員、お願いいたします。 

○田中（里）委員  田中です。ありがとうございます。 

 脱炭素社会の姿というのが、もう少し明確に一人一人にみえるような表現ができないか

なということを考えておりました。本文の８ページにはトレンドワードがＳＤＧｓから全

部並ぶわけなのですけれども、やはり一人一人が脱炭素社会にアクセスできて、担い手に

もなれるというような、丁寧な表現が必要かと感じます。 

 もう１つ、ほかの先生もご指摘でしたけれども、非連続なイノベーションというのは少

し意図が取りづらい印象です。その意味する心は、段階を踏まえて、こつこつ進むのみな

らず、理想の姿に向けてアクティブにアイデアを出して、成長を加速していこうという意

味なのかなと解釈しますし、本文にはそういうことが書かれていますが、認識に誤解が生

じないようにできればと思いました。 
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 また、４章には各分野の人材育成の方向性が書かれているのですけれども、重要な項目

ながら、他と比較してここも少し素材および情報が少な目な印象です。各分野で目標達成

に寄与できるリーダー人材や、大局観をもって戦略が推進できてアイデアを出せる人材が

今求められていると思いますので、そこを踏まえた上で各分野の専門家を適切に育成する

制度や体制が記されるとよいかと感じました。 

 関連して３章には世界に貢献できるようなインフラ輸出の強化がありますけれども、こ

こにも日本の人材や、日本からの指導がセットで輸出されて、実効性をもって展開できる

ことで、日本発の発信の有効性と、世界での評価への期待が見込めるようになるとよいか

と思います。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、中島委員、お願いいたします。 

○中島委員  このたびの会合から初参加させていただきます。日本商工会議所のエネル

ギー・環境専門委員の中島と申します。よろしくお願いします。私からは、ポイントを押

さえまして４点お話しさせていただきます。 

 １点目です。先ほど河上委員からもご指摘があったのですけれども、基本的な考え方と

して、「Ｓ＋３Ｅ」と、環境基本計画の「環境・経済・社会の統合的向上」が重要だと認識

しております。それから、2050年という複雑かつ不確実な長期に向けて野心的な複線シナ

リオのもと、あらゆる選択肢の可能性を追求するとともに、「需要と供給」、「電気と熱」、

「集中と分散」等のバランスの確保をぜひお願いしたいと思います。また、昨今の自然災

害や、それによる停電等を踏まえたレジリエンスの観点から、エネルギーの選択肢を多様

化して、そのバランスの確保についてもぜひ配慮をお願いいたしたいと思います。 

 ２点目です。資料４の16ページのところなのですけれども、「省エネルギー／分散型エネ

ルギーシステム」についてであります。低炭素化と国土強靱化、さらには地域循環共生圏

の形成には、ここで取り上げられている再生可能エネルギーや蓄電池に加えまして、第５

次環境基本計画でも取り上げられましたコジェネレーションも有効だと考えております。

省エネルギー性が高くて、かつ再生可能エネルギーとの親和性が高いコジェネレーション

は、さらなる技術開発も現在進められておりまして、将来、メタネーション等による燃料

の脱炭素化も期待されております。したがって、コジェネレーションもこの分散型エネル

ギーシステムの１つとして、この項でぜひ取り上げていただきたいと思っております。 

 ３点目です。40ページにおいて、地域に根差した中小企業の野心的な目標設定や削減取

り組み、情報発信の促進による競争力強化が取り上げられていますけれども、中小企業自
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体がそもそも非連続なイノベーションの担い手でありまして、ぜひこのような中小企業が

活力を維持して、国内外で競争力を発揮できますよう、引き続き研究開発や設備投資、情

報開示の支援をお願いしたいと思います。 

 最後に、４点目になります。先ほど別の先生からもご意見があったのですけれども、カ

ーボンプライシングについてですが、さらなるカーボンプライシングの導入は中小企業へ

の影響もかなり懸念されますことから、本戦略案にもあるとおり、専門的、技術的な議論

をぜひ慎重に進めていただくようお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、中根委員、お願いいたします。 

○中根委員  ありがとうございます。江守委員から非常によくできたご意見が出ていま

すので、それについては触れませんが、３点ほど述べさせていただきたいと思います。 

 この非連続なイノベーションについて、割合注意すべきだというご意見が出ていますけ

れども、私はこの非連続なイノベーションの必要性とか重要性も認識しております。その

中で、非連続なイノベーションとして幾つか列挙されていますが、それだけではなくて、

人工知能がディープラーニングによって爆発的に発展したようなイノベーションも非連続

的なイノベーションとして重要なわけで、ですから、こういう技術が非連続的なイノベー

ションが必要だと示すだけではなくて、非連続的なイノベーションを生み出す枠組みづく

りとか、プラットフォームづくりということについても触れていただく、今後具体化に当

たって重視していただくことが大事かと思います。 

 もう１つは、世界への貢献のところ、８ページに考え方のところで書いてございますけ

れども、これは日本の技術とか、国内対策で範を示しということで、ある意味世界の貢献

と書きつつ、国内対策で国際貢献をするということに重点が置かれているような印象を与

えています。それだけではなくて、世界にどう働きかけるかを重視したい。。ルールづくり

のことが後々出ていますけれども、そういう世界のルールづくりをするために、どんな方

針をもつのか、どういう分野については例えば欧州と協力し、どういう分野については米

国と協力し、どういう分野については中国と協力するという具体化を今後やっていただけ

ればと思います。 

 もう１つ、74ページに公正な移行ということが明記されています。これは非常に大事だ

と思います。それはＳＤＧｓの実現という意味でも大事だと思いますが、これもどう具体

化していくか。これは国際的に、国際協力の中で初めて実現することかと思いますので、
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世界への働きかけ、ルールづくりという観点からしっかりとやっていっていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○内山委員長  続きまして、西尾委員、お願いいたします。 

○西尾委員  ありがとうございます。私は59ページのところにあるライフスタイルのイ

ノベーションというところについて意見を申し上げたいと思います。 

 ここはイノベーションの推進ということで、多分技術のイノベーションと同等ぐらい重

要な項目なのだろうと思うのですが、Ⅱの経済社会システムのイノベーションもそうです

し、Ⅲのライフスタイルのイノベーションも12行ぐらいしか記述がありません。前回の審

議会でも議題に上がりました民生部門のＣＯ２削減は非常に大きな課題であることからも、

ライフスタイルのイノベーションについて、もう少し具体的な提案が必要だと考えます。 

 少なくとも、例えば20行目に倫理的消費（エシカル消費）の拡大云々とあり、倫理的消

費が拡大するということが書かれていますが、実際にはとても拡大している状況ではあり

ません。メーカーの方々はご存じのように、消費者はコスト負担してまで倫理的消費を推

進するというところまで進んでおらず、市場の経済的効果として捉えられる状況ではあり

ません。したがって、拡大させることは不可欠なのだけれども、拡大させるためにどうい

う施策が必要なのかということをぜひとも示さなければいけないと思います。 

 ２点目は、同ページの後段の25行目から、シェアリングエコノミーのように、脱炭素化

につながり得るような人々のライフスタイル変革を進めていくのだとありますが、これも

大変乱暴だと思うのです。シェアリングエコノミーの精神そのものは、個人所有の稼働率

は低いから、これを人に使ってもらって役立ててもらおうというところが背後にあって、

こういうことを進めていくと、まさにこれは過度に所有するとか消費することをしないよ

うにするためのライフスタイルを普及させていこうという精神ですので、そういう意味で

は非常にマッチするというか、合致するかと思うのです。 

 ただ、すべてのシェアリングがＣＯ２削減につながるかといったら、そうでないシェア

リングもいっぱいあるわけでして、ここに書くのであれば、例えば工場施設のシェアリン

グのように、定量的にみてもＣＯ２削減につながるようなシェアリングエコノミーに特定

化して記す必要があると考えます。それと同時に、ＣＯ２削減型のシェアリングサービス

を、どうやって消費者も巻き込んで拡大・推進していくか、そのために必要な方策等をき

ちっと記すべきだと思います。日本でもシェアリングエコノミーが…… 
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○内山委員長  済みません、簡単にまとめてください。 

○西尾委員  わかりました。ということで、上述の２点についてぜひとも書き込んでい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、藤井委員、お願いします。 

○藤井委員  最初に、40人で２分の意見開陳という運営は参加者をある種、侮辱してい

るのではないかと私は思います。産構審と中環審が合同でやる意味も全くない。委員同士

のディスカッションもないような運営では、審議会の意味があまりというか、ほとんどな

いといってもいい。スケジュール的なやり方でしかない。本来は、もっとちゃんと、もう

少し丁寧に運営できるのではないかと思います。以前にも審議会の運営の在り方について

は言ったことがあるのですけれども、委員の意見を聞いて政策に反映させようとするなら

ば、こうしたやり方ではなく、審議会の運営の有効性をもう少し考えていただきたい。こ

れが１点。 

 中身的には、グリーン・ファイナンスのところ、結構書いていただいて、それはいいの

ですけれども、ちょっと勘違いしているのではないかと思います。ＴＣＦＤは温暖化のリ

スクを「みえる化」させることを求めているわけです。企業のイノベーションの取り組み

を適正にみえる化し、結果として、これもワン・オブ・ゼムの政策の中に入ってきますけ

れども、ＣＯ２の気候変動の財務リスクを開示させるためを求めているのです。したがっ

て、政府に求めたいのは、ＴＣＦＤガイダンス、TCFDコンソーシアム、あるいはTCFDサミ

ットといったような「お祭り騒ぎ」的なことをやるのではなくて、ちゃんと本来の企業会

計の中でこれ（企業が抱えるCO2のリスク）をどう取り扱うのか、という作業をもう始めて

いただかなければいけない。ＩＡＳＢ（国際会計基準機構）も既に作業に入っています。

グローバルには動いているのです。これはまさにＴＣＦＤが勧告の中で言っている移行リ

スクそのものです。政策が温暖化対策にどうしようとしているのかが「みえない」こと自

体が移行リスクなのです。我が国はその移行リスクが非常に高い。つまり政策のリスクが

非常に高い。いつ政策が転換されるかわからない。そこを明確にしていただきたい。 

 もう一点だけ、34ページに住宅建築物についてのことを書いているのですけれども、ご

存じのように、住宅・建物は最大のＣＯ２の排出源です。３割ぐらいは日本でも建築物全

体が占めます。住宅を含めてですけれども。先進国はどこの国もそのように住宅建築物の

問題が大きい。その中でも特に既築の建物のＣＯ2削減が大事なわけです。しかし、これが
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なかなか難しい。ですから、「野心的、大胆」というならば、この問題をどうするか。それ

に取り組まねばならない。しかし、ここでは２行しか書いていないです。全然、野心的で

も大胆でもなくて、臆病で、後ろ向きといわざるを得ない。最近、ニューヨークはエンパ

イア・ステート・ビル等の既存のビルにこれから排出キャップをかけると宣言しました。

こうした取り組みこそが野心的ということなのです。この分野を担当している国交省の方

がいらっしゃるのかわかりませんが、もう少し真剣に検討していただきたい。 

 以上です。 

○内山委員長  続きまして、藤村委員、お願いします。 

○藤村委員  ありがとうございます。まず、これだけのボリュームにまとめられたこと

に対しては敬意を表したいと思いますが、運営については藤井先生と全く同感ですし、内

容についてはやはりいろいろ問題があるかなと思います。 

 １点目としては、1.5度には触れていただいているのですけれども、この報告書に書かれ

てある2030年45％削減とか、2050年正味ゼロということには触れられておらず、相変わら

ず2050年80％にとどまっているというのは、やはり世界からは受け入れられない内容では

ないかなと思います。 

 ２点目として、エネルギーについてですけれども、パリ協定がほとんど反映されていな

いエネルギー基本計画に基づく政策を続けるということが明記されているということは、

相変わらず原発と石炭も使うというスタンスだと思うのですが、これも福島が全く解決し

ていない、世界では脱炭素の方向に向かっているという大きな流れがある中で、やはりこ

の内容では国民の不信感を増長させるだけではないかなと思います。 

 ３点目、ビジネス主導のイノベーションというだけあって、技術のことがいろいろ盛り

込まれておりますが、果たしてＣＯ２削減効果がどの程度なのか疑問ですし、何より非連

続なイノベーションというのは単に技術の転換だけではないといいつつも、先ほど西尾先

生もおっしゃいましたように、技術イノベーションについては15ページ書かれていますが、

経済社会システム、ライフスタイルについては数行、しかも、いずれも言い尽くされたこ

としか書かれていないという点は非常に不満ですので、この点は大いに膨らませていただ

きたいと思います。 

 ４点目として、やはりカーボンプライシングについて、もう30年以上議論し、各国で成

果を出しているのに、相変わらず議論、これも小西さんがおっしゃったように、世界的に

はとても受け入れられる内容ではないと思います。 
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 最後に、全体的にビジネスと技術にお任せといった感じで、佐藤さんもおっしゃったよ

うに、地域とか人材育成にはわずかに触れられていますが、これも技術やビジネスのため

の人材育成という感じでしかありません。本質的に自治体だとか市民の参加といった視点

が大きく欠けていて、社会とか人間がみえない長期戦略になっているなということを非常

に強く感じます。また、1990年からほとんどCO2が減っていない原因についての分析もない

ままで、これではやはり説得力に欠けるのではないかと思います。 

 最後に１つだけ質問です。世界各国で若者を中心にしたデモが広がっており、日本でも

少しずつですが、広がっています。そういう危機感を募らせている次世代に対して、この

内容で私たちの世代の責任が果たせると思われますか。その辺のところをぜひお伺いした

いと思います。 

○内山委員長  続きまして、右田委員、お願いいたします。 

○右田委員  今回初めて参加させていただきます。日本経団連の地球環境部会の立場で

参加しておりますが、日本製鉄の右田と申します。よろしくお願いいたします。 

 今回の長期戦略につきましては、非連続なイノベーションというのをベースに、環境と

成長の好循環を達成する非常に野心的な内容となっておりまして、高く評価すべきものだ

と認識しております。非連続なイノベーションの１つといたしまして、日本鉄鋼連盟が掲

げておりますゼロカーボン・スチールについても記載いただいております。今後、鉄鋼業

界といたしましては、水素還元製鉄という非常にハードルの高い技術にチャレンジしてい

くということとなります。 

 その実現に向けては、安価で豊富な水素の供給という民間だけではなし得ないイノベー

ションも必要となります。政府にはこうしたイノベーションを最大限に引き出すために、

官民連携のもと、民間の研究開発、投資、原資の維持拡大を図りつつ、規制、制度改革を

初めとする投資環境、事業環境の整備等、民間だけではとり得ないリスクを補完するため

の施策を強力かつ継続的に推進していただきたいと思います。また、こうしたイノベーシ

ョンを推進していくためにも、民間の研究開発投資の原資を奪うことのないよう、炭素税

や排出量取引といった明示的なカーボンプライシングにつきましては、導入拡大ありきで

はなく、慎重に議論していただきたいと思います。 

 経済界としても、引き続き技術革新、革新的技術、製品の開発と、その国内外への普及

に全力で取り組んでまいります。そのことで地球規模、長期の温暖化対策に貢献してまい

る所存でございます。 
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 以上でございます。 

○内山委員長  続きまして、吉高委員、お願いいたします。 

○吉高委員  ありがとうございます。私からは、ファイナンスと国際協力の面でそれぞ

れお話ししたいと思います。 

 非連続のイノベーションが金融界のほうも起こってくるということでは、今回ＥＳＧ投

資やＴＣＦＤのことをたくさん盛り込んでいただいて、現状には合っていると思います。

ただ、この６年ごとのレビューという点をどのように考えていらっしゃるのかお聞きした

いです。今、金融の中に身を置いている立場からすれば、多分６年スパンとなるとこの内

容では足りないのではないかと思います。現状記載されているグリーン・ファイナンスに

関しては多分２～３年の話という気がしております。日本の市場のグリーン化におきまし

ては、ベンチャーキャピタルやコーポレートベンチャーキャピタル、Ｍ＆Ａなど、さまざ

まな金融の手法で、グリーンイノベーションとのシナジーがあると思います。長期ビジョ

ンであれば、ファイナンスも長期的な視点で、フィンテックなども踏まえて記載いただけ

ればと思います。 

 それから、国際協力なのですけれども、国際協力に関する記載が全体の中で比較的少な

いのかなと思ったのです。例えば農業系、フロン系は、非常に途上国での問題が高まると

思います。特に農業系は投資家が熱帯雨林の伐採についてＣＯ２吸収源に影響を与えるも

のとしてリスクがあると考えているというところもありますので、日本の産業のグローバ

ルサプライチェーンを考えれば、もう少しその辺りついても入れていただければと思いま

す。一方で、世界的に、気候金融では”Just Transition”という点が注目されていますの

で、先ほど中根委員もおっしゃったような、世界に向けて国際協力の長期のロードマップ

で、金融とグリーン・ファイナンスのシナリオがあってもよいのかなと思いました。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、大塚委員、お願いいたします。 

○大塚委員  ４点ほど、ごく簡単に申し上げさせていただきたいと思います。 

 １つは、1.5度目標に関しても考慮していることと、カーボンニュートラルを掲げている

という点では一歩前進にはなったと思っているところでございます。 

 ２つ目でございますけれども、ＣＣＳ、ＣＣＵに関して今までよりも大きく取り上げら

れているところもよかったと思っています。過去のＣＯ２を吸収するには、今とりあえず

ＣＣＳしか方法がないと思いますので、そういう意味でもＣＣＳに関して今までよりも重
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視していることはよかったと思います。浅野委員もおっしゃったことですけれども、もし

日本の近海の海底とかで実施するのであれば、ＣＣＳに関しての包括的な法律をつくると

いうこともぜひお考えいただければと思いますし、貯留地が十分なものがあるかについて

の調査も今進めておられると思いますけれども、ぜひ迅速に行っていただけるとよろしい

と思います。 

 ３つ目でございますが、レビューのところは最後にちょっと書いていただいているので

すけれども、１つお伺いしておきたいのは、この６年というのはどこから出てきたかとい

うことです。さらに、地球温暖化対策計画等と、この戦略との関係は目標の年が違うとい

うことだと思いますけれども、計画間の連携に関して、できれば法律で位置づけたほうが

いいと思われますし、さらに、６年間何も見直ししないというのは、温暖化が進んでしま

うということも多分出てくると思いますので、進捗管理をきっちりやっていただく必要が

あるのではないかと思います。例えばイギリスの気候変動委員会のようなものは１つ参考

になるのではないかと思いますけれども、科学者を中心とするような委員会に進捗管理を

してもらうというのは１つの方法ではあると思っているところでございます。次世代との

関係で、ヨーロッパで特に少年少女がいろいろ気にし始めており、これが世界的な動きに

なる可能性もありますので、それに耐え得るものにしていく必要があるのではないかと思

います。 

 第４点でございますけれども、カーボンプライシングについても、今までよりも記述が

少し積極的になったところもよかったと思いますが、経団連からも電力システム改革に公

的資金を入れるようなご提案が出ているようですので、例えばそういうものの原資をどこ

から出すかということを考えなくてはいけなくなると思いますので、１つの方法としては

カーボンプライシングということも考えられるのではないかということを申し上げておき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○内山委員長  それでは、続きまして、高村委員、お願いいたします。 

○高村委員  ありがとうございます。発言する立場にないのかもしれませんけれども、

まず、提言に盛り込んでいただいた内容をもとに、これをできるだけ反映させる形でまと

めてくださったことを改めてお礼申し上げたいと思います。 

 何人かの委員からもご指摘がありましたけれども、やはり明確なビジョンをつくる必要

があるということは、懇談会の委員の総意としてこういう形で示させていただいたと。も
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ちろん委員の中でいろいろな意見はあったわけでありますけれども、少なくとも今世紀後

半にできるだけ早期に脱炭素社会を目指すということは明確に記したということで、非常

に重要なビジョンを示していると思います。あわせて、主要分野についても、それぞれの

脱炭素化のイメージ、ビジョンを示したというのは一歩踏み出した点だと考えます。 

 それを踏まえた上で、具体的には２点ですけれども、幾つか要望を申し上げたい。 

 これは懇談会の委員の中でも、脱炭素社会を目指すというビジョン、あるいは各分野の

ビジョン、このメッセージをやはり明確に戦略の中に示してほしい。これはＧ20を前に、

国際的にもそうですし、佐藤委員等もおっしゃっていました、国民にきちんとわかるよう

なメッセージの形で伝える必要があるということは確認されていると私は理解しています。

よく読むと中に書かれているのですけれども、恐らくエディトリアルな問題かもしれませ

んが、見出しですとか、各分野の冒頭に明確なビジョンを前出ししてきちんと書くとか、

特にここで申し上げる脱炭素社会を目指すという各分野のビジョンを明確にするような書

き方をしていただくように改めてお願いしたいと思います。 

 １つ、ちょっと細かいのですが、本質的に気になっているところは、電力の脱炭素化に

ついて、2050年に向けてその取り組みを進めるということ、提言でも書いてありますし、

これはエネルギー基本計画でも書かれていると思うのですけれども、2050年に向けてとい

うところは必ずしも明確に書かれていないのが１つ気になっております。見落としていた

ら申しわけないのですが、これは懇談会の中でもモビリティーを初め、水素、ＣＣＵをや

っていく上でも、コストが低減された電力、脱炭素化された電力が要求されるというのは

非常に重要だということを繰り返し指摘してきたと思いますし、これは皆がそう思ってい

たと私は思いますので、この点については、より明確なメッセージを出していただきたい

と思います。 

 もう１つの要望は、既に何人かの委員からありましたけれども、イノベーションのとこ

ろです。これは苦労して書いてくださっていると思うのですけれども、これも懇談会の中

で、経済界の方々も含めて共通していわれていたのは、将来、今、ソリューションがない

イノベーションへの対応、もう１つは、今シーズがあるが、普及しないことで脱炭素に貢

献できていない、ここにどういうイノベーションをつくっていくか。場合によっては市場

や制度を変えていくことも必要だと。これは書かれていると思うのですが、非常に大事だ

という指摘が繰り返しされたと思います。 

 その理由は、先ほど局長がおっしゃったように、成長戦略で、今、実際の対策の中で成



- 26 - 

 

長の芽というものをつくっていく必要があるという問題意識が背景にあると思います。私、

ここはいわゆる…… 

○内山委員長  済みません、簡単にまとめてください。 

○高村委員  そのところをきちんとわかる形で書いていただくことをお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○内山委員長  続きまして、田中委員、お願いします。 

○田中（加）委員  ありがとうございます。こちらの長期成長戦略案ということで、特

に今、長期的なビジョン、積み上げでない将来あるべき姿、とてもすばらしい考え方がち

ゃんと入ってくださったものだとうれしく思っております。ただ、言葉の問題なのかもし

れないのですが、ビジョンというように使われている言葉が、こうみていきますと、例え

ば本文の11ページもそうなのですけれども、低炭素社会としてのあるべき姿という意味の

ビジョンというよりは、むしろそこに到達するまでの方法論のようなものにビジョンとい

う言葉が使われているところが多々ございます。ビジョンとしてどうあるべきか、どうし

ていきたいのかというのと、そこに至る道筋はやはりちょっと違うと思うのです。それら

は、別に議論するべきです。結局は、ではどのように達成するのかとなったときに、今度

はまた積み上げの議論に戻ってしまいます。もちろん本当の行動につながるのは積み上げ

なので、それはそれで結構なのですが、それらが混同してしまうと、せっかくの長期戦略

案が生きてこないのではないかと思います。 

 ２点目としましては、グローバルバリューチェーンについてです。この考え方が最近あ

る程度浸透してきて、大変喜ばしいと思っています。グローバルに限らず、バリューチェ

ーンです。実際、結局のところエンドユーザーに働きかけられる暮らしの部分ですとか、

そういったところの削減を働きかけるのは、まずこのグローバルバリューチェーン、バリ

ューチェーンの考え方をもってしてでしか、産業界はなかなかそこにタッチできないとこ

ろであるからです。例えば省エネ性能がアップすることで市場の価値が上がって、そうす

れば産業界は製造を増やすことができると思うのですが、一方で、そういった商品価値が

上がること以外にも、もちろん制度と一体になって進めていくといったところで効果が上

がることでもございます。つまり算定方法にどう入れていくのかとか、そういった地道な

評価をどのようにやっていくかということが重要だと思います。 

 もう１つ、次に、江守委員も意見を出されていらっしゃいますが、ＣＣＵについてです。
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エネルギーが非常に安定したＣＯ２というものを、不安定なほかの物質に引き上げるため

にエネルギーが非常にかかるといったところを皆さん忘れていらっしゃったまま議論して

いることが多々あるのではないかと危惧しております。それは結局、多く使ってもとに戻

してしまうときのエネルギーが炭素由来であれば全く意味がないといったことは、江守さ

んの話にも出ていたとおりです。増エネになってしまうといった逆効果をどのように考え

ていけばいいのかというところが非常に問題で、かといって、全く意味がないわけではな

く、カーボンリサイクルというか、本当に将来、脱炭素型のエネルギー源に変わったとき

にはとても意味が出てくるわけです。つまりCCUを短期、中期的に進めていくには技術を詳

細に評価して、そのタイミングと量をしっかりみて、プライオリティーの議論をしなけれ

ばいけないと思っておりまして、そういう意味でいうと、今、例えば文章中にも2023年ま

でにといった、私の中では非常に短期的な目標が随所にみられるというのは注意しなけれ

ばいけないのではないかと思っています。 

 それに関連して、ここでも結局は、算定方法が非常に問題になってくると思っています。

というのは、ある製造業、ある業界のバウンダリーで評価してしまいますと、当然そこの

中だけでどうやって削減できるか、となり、もう出したものを削減するしかないという話

になります。全体のエネルギー収支や炭素の収支をしっかりみていくには、バウンダリー

を取っ払って、つまり煙突主義、どこでＣＯ２が出たかといったところでの制度ではなく

て、全体で本当に収支として削減につながっているのかといった議論はしていかなければ

いけないと思っています。 

 最後にＧ20といった言葉で…… 

○内山委員長  まとめてください。 

○田中（加）委員  最後に１つだけご紹介です。Ｇ20の下にエンゲージメント・グルー

プ、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、いろいろなグループがございまして、その

うちのシンクタンク20で活動しておりますが、そこでも環境やエネルギーが非常に重視さ

れて議論されており、去年、おととしのドイツやアルゼンチンが議長国のときは首相や大

統領が出席し議論に参加しております。日本ではそのあたり、少し重要視されていないと

いうのを感じております。せっかくの日本の議長国ですので、ぜひそういったところから

の政策提言などもしっかり取り入れて活用していただきたいと思います。 

 以上です。 

○内山委員長  続きまして、南部委員、お願いいたします。 
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○南部委員  ありがとうございます。大きく２点ございます。 

 資料４の４ページ、ＳＤＧｓのくだりでございますが、長期戦略を達成するためには全

ての人々がかかわるということが第一だと考えておりまして、まずＳＤＧｓの根底に流れ

ているというか、考え方は、誰も取り残さないということだったと思っております。その

点について記載がないというのがいかがなものかということで、できればＳＤＧｓ全体の

達成に向けての後に、誰も取り残さない考え方のもとというような文章を入れるべきだと

思っております。 

 次に、74ページの公正な移行でございます。記載していただきまして、本当にありがと

うございます。ただ、ここで幾つか確認しておきたいと考えておりまして、１つは、24行

目にございます労働生産性を向上させながら実現していくことが重要ということでござい

ますが、労働生産性のことについては、人件費イコールコストではないということがまず

あり、モチベーションの向上につながる雇用と処遇のシステムの構築が大切であると。そ

して、生産性というのは付加価値、労働生産性であるということの再認識をすることが必

要であると思いまして、そのことを入れるためには、労働生産性とすべきという言葉の前

に、グリーンでディーセントなという言葉をぜひつけ加えていただきたいと考えておりま

す。 

 また、ＩＬＯが提唱します公正な移行につきまして書いていただいておりますが、これ

につきましては、具体例はありますが、脱炭素社会への移行について、影響を受ける分野

と想定されるリスクについての事前の分析と特定、そして必要な対策については、労働組

合または労働者、そして地域の利害関係者も含めた社会対話をベースに生み出されるもの

と考えておりますので、ぜひその手段をしっかりと記載していただきたいと思っておりま

す。 

 最後になりますが、この公正な移行を具体的に進めるためには、日本においても、各省

庁別々ではなく、関係する省庁との連携をしっかりとしていただくということをご要望申

し上げて、以上でございます。 

○内山委員長  続きまして、廣江委員、お願いします。 

○廣江委員  ありがとうございます。今回の長期戦略は環境と成長の好循環ということ

でありますが、私どもが携わっております電気事業で申せば、長期にわたってＣＯ２を削

減しながら安価な電気を安定的に国民の皆さん方にお届けするということになります。こ

れを実現するには、決して王道があるわけではなく、結局は過度に一部の電源に頼るので
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はなく、多様な電源のオプションをもって、それぞれの電源の特徴を生かし、可能性を生

かしてバランスよく構成していくということに尽きると考えています。 

 その点で申しますと、再生可能エネルギーが非常に重要な電源であるということは私ど

もも当然だと思っておりますが、一方では電力系統の安定化に果たしている火力発電の役

割、あるいは福島でああいった事故を起こしてしまいましたが、その反省を踏まえて最大

限の安全対策を施した原子力発電の実力も直視しなければならないと考えています。 

 先日、電力中央研究所が2050年にＣＯ２を80％削減するための定量的な分析を発表いた

しました。これは実は私からいわせれば、少しバランスという面からどうかなと思います

が、ある種の試行実験でございまして、例えば省エネルギーは現在の足元のペースの倍の

ペースで進んでいく。さらに、再生可能エネルギーについては、ＩＥＡや、さらに、それ

以外の機関、業界団体等がおっしゃっておられる導入可能量、あるいは目標を全て実現す

るという前提を置いても、実は2050年に2,900万キロワットの原子力発電が必要だという結

論になっています。実はこの分析といいますのは、系統安定上の問題が発生しても、再生

可能エネルギーは一切出力抑制しないという前提です。すなわち、お金に糸目をつけずに

徹底的に蓄電池も入れる、系統対策もする、系統の増強もするという前提でも、こういっ

た結論になっているということでございます。 

 今回の重要なテーマは非連続なイノベーションということであります。これは非常に重

要だと思いますが、一方では原子力に代表されている現在私どもが手にしている脱炭素技

術もやはりしっかり活用していくという視点はぜひ堅持していただきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○内山委員長  続きまして、平岡委員、お願いいたします。 

○平岡委員  ありがとうございます。日本化学工業協会でございます。 

 政府の長期成長戦略案にございますように、化石資源の使用削減に向けた具体的な行動

が強く求められております。私どもは2017年に化学の長期成長戦略となる地球温暖化問題

への解決策を提供する化学産業としてのあるべき姿をまとめておりまして、低炭素社会実

行計画の報告書でも公表させていただいております。今世紀中ごろに想定される社会の姿

として、化学製品は依然として多くの産業や暮らしを支える重要なものとなっております。

炭素源については、炭素循環社会に向けた取り組みが進展して、エネルギー源としての化

石燃料使用も大幅に削減されているとしております。 
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 これを実現するための方針として３つございます。１つ目が炭素循環技術の確立、２つ

目がプロセスエネルギー革新、３つ目が製品技術によるＧＶＣ、グローバルバリューチェ

ーン貢献によってＧＨＧの削減を図るとしております。それぞれさまざまな解決すべき技

術、施策を上げておりますけれども、今回の成長戦略案にみられるイノベーション技術の

項目と一致するところでございます。 

 日本化学工業協会は低炭素社会実行計画の新しい目標として、ＢＡＵ目標だけでなく、

絶対値目標も加えて、この２つの同時達成を目指しております。これまでのＢＡＵ対比の

みの使用と比べて次元の高い目標でございまして、化学産業の低炭素社会の実現に取り組

む姿勢を強く示したものでございます。 

 最後に、化学産業は低炭素社会実現に向けて、ソリューションプロバイダーとしての立

場として、2050年の80％ＧＨＧ削減の社会に向けて技術革新に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、野末委員、お願いいたします。 

○野末委員  きょうから初めて参加させていただきます。東京商工会議所のエネルギ

ー・環境委員会の共同委員長を務めております野末と申します。 

 先ほど日本商工会議所の代表の中島様から中小企業について話がありましたが、まさし

く東商は中小企業の集まりでございます。約８万社の会員を有し、その90％以上が中小企

業ということで、この長期戦略に対する意見というよりは要望に近いものとなるかと思い

ますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 世界全体の温室効果ガス排出を大幅に削減するためには、日本が持続可能な低炭素化を

図るための革新的なイノベーションを主導し牽引することが必要であり、そのためにはイ

ノベーションを引き起こす基盤となる企業、すなわち、特に中小企業が元気であることが

重要であると思います。特に気候変動や地球温暖化といった問題は、大企業のみならず中

小企業においても、他社との差別化を図るビジネスチャンスになり得ることであり、省エ

ネやエコにつながる高度な技術を要した商品を製造する中小企業は少なくありません。中

小企業の有する製品製造方法、あるいはサービスの環境性能の見える化、または海外に向

けた中小企業の技術供与が促進されるよう、特に東商では中小企業の海外進出も支援して

おり、その基盤となる国内経済を活性化させるとともに、そうした中小企業の取り組みに

対する強力な支援を求めたいと思います。地域の中小企業の活力強化はイノベーションを

創出する原資につながることから、イノベーションを引き起こす中小企業の実質的な取り
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組みに対する支援、また、そうした意欲ある企業への投資促進や販路拡大に資する後押し

をぜひお願いします。 

 カーボンプライシングについては、高水準なエネルギーコストに加えて、カーボンプラ

イスと同様の税制が既に導入されております。そのような状況下で、中小企業あるいは小

規模事業者にさらに負担を強いることは、まさに経営を圧迫し、イノベーション創出につ

ながる投資を抑制することにつながると考えております。カーボンプライシングについて

は極めて慎重な議論をお願いします。 

 以上の２点でございます。ありがとうございました。 

○内山委員長  続きまして、豊田委員の代理で黒木様、お願いいたします。 

○豊田委員（黒木代理）  日本エネルギー経済研究所の黒木です。豊田の代理でまいり

ました。私からは４点、手短にご指摘させていただきたいと思います。 

 既に河上委員、中島委員が触れられたようなＳ＋３Ｅの重要性の観点を忘れることは

我々としてはできないと思っております。この観点は常に頭の中に置いて、この議論を進

めていただきたいと思います。 

 ２点目は、省エネ、再エネ、蓄電池、水素、原子力、ＣＣＵＳ、これは全部必要だと書

いていただいております。我々としてもそのように思っています。これは全て実現しなけ

ればいけないと思っております。どれ１つ除いても、なかなか難しい点がありますので、

この点は再度強調したいと思います。 

 ３点目、非連続なイノベーションですが、２度とか1.5度という目標を達成するには、Ｉ

ＰＣＣのレポート、分析でエミッショントレンドが出ていますけれども、これは完全にネ

ガティブ・エミッションにならないとできないということを考えると、非連続なイノベー

ションを否定したのではパリ協定の実施は絶対難しいということで、これも強調させてい

ただきたいと思います。 

 最後、４点目、再生可能エネルギーの事実化です。既に中国は再生可能エネルギーは補

助金をやめるということを明確に政策として打ち出しておりますし、ヨーロッパでは日照

条件のいい南欧だけではなく、イギリスやドイツも既に補助金なしの再生可能エネルギー

のプロジェクトがどんどん立ち上がっております。我が国でも系統安定化も含め、再生可

能エネルギーを事実化することが重要だと思いますので、この辺については加速していた

だきたいと思います。 

 以上です。 
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○内山委員長  続きまして、寺師委員の代理で饗場様、お願いいたします。 

○寺師委員（饗場代理）  自動車工業会でございます。ありがとうございます。 

 今回の長期戦略懇談会にはトヨタの内山田会長が参加しておりまして、内山田会長は、

積み上げのロードマップと切り離して、あるべき姿として脱炭素社会を目指すべきという

主張をしておりました。今回そういった形でロードマップと切り離して、そういう高いビ

ジョンを掲げていただいたというのは非常に画期的だと思っております。こういう高いビ

ジョンを掲げる意味というのは、産業界のためだけではなくて、日本国民全員がそこを目

指して、ベクトルを合わせて頑張っていくためということで、委員全員で一致して記載さ

れたと理解しておりますので、産業界だけではなくて皆さんで頑張るビジョンということ

だと思っております。 

 また、内山田会長からは、イノベーションの重要性を主張していただいていまして、特

に普及させるためのイノベーション、コスト削減ですとかスピードの重要性を強調してお

られました。今回それも提言に盛り込んでいただいていまして、ほかの国の長期ビジョン

にない、非常に充実したイノベーションについての記載がされました。特に普及に重点を

置いたイノベーションの記述がある今回の長期戦略は、非常に日本らしい特色のあるすば

らしいものだと思っております。また、懇談会の提言の中にはもう少しあったのですけれ

ども、サプライチェーンですとか、日本のものづくり、中小企業の方の脱炭素化への支援

をしっかりやるべきという主張もしておりまして、そういったことも含めて取り組んでい

けたらいいのかなと思っております。 

 今回の長期戦略の運輸部門のところなのですけれども、こちらは自動車新時代戦略会議

のラインにのっとった形で、非常に高いゴールを掲げていただいておりまして、日本車に

ついて世界最高水準の環境性能を目指すという目標をいただいていますが、そのあたりに

つきましては自工会全体で頑張っていきたいと思っております。 

 ただ、さらにそれだけではなくて、“Well-to-Wheel”Zero Emission チャレンジに貢献と

あります。これ、聞くと、一般の方には大して大胆に聞こえないかもしれませんけれども、”

Well-to-Tank”と”Tank-to-Wheel”と分かれまして、”Tank-to-Wheel”のところは車の燃費と

か自動車のところでございまして、そこは我々は頑張りたいと思います。ただ、”Well-to-

Tank”のところは我々の手が届かないところ、その上流のところです。電力ですとか水素で

すとか、液体燃料のところの脱炭素化も目指すという非常に高い目標でございまして、こ

れも上流の方と一緒に取り組ませていただきたいと思います。また、車両の電動化ですと
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か、車の部分についても、消費者の皆さんに選んでいただいて使っていただかないと実現

しないものですので、政府の支援策等も考えていただけないかと思います。とにかく自動

車業界も頑張りますので、皆様と一緒にこの目標に向けて頑張れたらいいなと思っており

ます。ありがとうございます。 

○内山委員長  続きまして、鶴崎委員、お願いいたします。 

○鶴崎委員  ありがとうございます。需要側のほうを長くみておりますので、需要側の

側面からこの文章全体を拝見させていただいて、感じたことをお話ししたいと思います。 

 やはりエネルギーのほうから入っていく、つまり供給のほうから入っていくというのは

やむを得ないかもしれないのですけれども、エネルギーの供給は需要があって成り立つと

いうものですので、需要に対する考察がまずあるべきなのかなと個人的には感じます。２

章のところからみていくと、エネルギー、産業、運輸、地域・暮らしと並んでいますけれ

ども、これからどのような暮らし、なりわい、あるいはそれに伴う物流や移動が起こって

いくのかといったところの考察をきちっとしないと、それに伴うエネルギー供給がどうあ

るべきかという議論にならないのではないかと感じています。 

 また、需要側に関しては、長年、この20年ぐらい、エネルギーマネジメントシステムが

どうなるのかということを考えているのですけれども、なかなかビジネスとして離陸しな

いという話がずっとあります。その理由の１つとして、恐らく需要側の対策が供給側の対

策に比べて位置づけが低いといいますか、例えば電源でいえば、発電所をつくるのか、デ

マンドレスポンスをやるのか、どちらがいいのかということになったときに、まずは発電

所をつくることを考えて、それで足りなければデマンドレスポンスを考えるという発想が

これまで長く日本ではあったと思うのですけれども、そういう形になると、デマンドレス

ポンスをやるほうに関しては、なかなかそこに投資をしっかりやっていこうというビジネ

スの流れになっていかないのではないか。そのあたり、これから震災以降、議論が深まっ

て変わってくるところだと思うのですが、こういった文章をみていても、まだ、ともすれ

ば供給側の目線で書かれているかなというところを感じるところがありますので、そうい

った観点で、また少し見直していただければと思っております。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、竹内委員、お願いします。 

○竹内委員  ありがとうございます。この長期戦略を他国の戦略と比較いたしまして、

日本として３つの特徴があり得ると思っております。高い目標や、いい戦略を掲げれば世
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界のリーダーになれるというわけではなくて、大切なのは実行です。その実行の中で、ぜ

ひこの３つの特徴を意識していただければということで申し上げます。 

 １点目、イノベーションの必要性を強調しているのは他国も同様でございますけれども、

コスト目標を含めて書ける限り具体的に書かれていると感じております。なお、石炭ある

いは原子力という技術に対して批判的なご意見があるということも承知はしておりますけ

れども、今後のエネルギー需要動向や社会の変化も含めて考えれば、あらゆる技術の高効

率化、あるいは低炭素化、このイノベーションを模索する必要がある、技術に対してニュ

ートラルであるべきではないかと考えております。ここでさらに申し上げたいのは、ファ

イナンスのスキームの中にもぜひイノベーションを引き出すという観点を強く含めていた

だいて、具体化に向けた違いを出していただきたいということでございます。 

 ２点目は、本当にＣＯ２削減につながる評価方法を確立しようという議論に踏み込んで

いる点でございます。この長期戦略の１つの要素でもあります自動車新時代戦略でも、Ｅ

ＵのようにＥＶは排出ゼロという、ある意味いいかげんな考え方ではなくて、ウェルトゥ

ーウィールという形で確実にＣＯ２に資する評価軸をつくるとしています。何がグリーン

かという議論はまだ未成熟なところがございますので、本質的な削減につながる考え方を

しっかり議論していく必要があるかと思っております。こうしたルールづくりは産業や経

済活動の実態がわかっていなければいけないというのは当然ですが、ファイナンスの関係

は特にホームや会計基準といったところとの関係が重要でございますので、多様な関係者

の参画を得ながら議論していただきたいと思います。 

 なお、新しくルールをつくっていくという点で申し上げたのですけれども、温暖化対策

の大きなセオリーとして、電源の低炭素化を進めるというのであれば、その低炭素電気を

活用する電化というところも非常に重要になる。今、鶴崎委員おっしゃったように、供給

側だけ力を入れても意味はなく、例えばＦＩＴという電気にだけかかる炭素税のような仕

組み、省エネ法や供給構造高度化法など、電化促進の阻害要因になっている可能性がある

ものについてあわせて改善していく、足元を細かくみていく必要があるということも申し

上げたいと思います。 

 最後、３点目、我が国はソサエティー5.0という大きなコンセプトを打ち出しております。

８ページ目にソサエティー5.0との連携とございますけれども、本来は我が国の抱える地域

課題、社会課題を解決しながら幸福な未来をつくり出す、その社会がソサエティー5.0であ

って、これが我が国なりのＳＤＧｓだと私は理解しております。ソサエティー5.0という社
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会像を具体化するという意識を国民とも共有して、諸外国に対しても訴求していくという

ことが必要ではないかということを申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、曽谷委員、お願いいたします。 

○曽谷委員  日本鉄鋼連盟です。３点コメントさせていただきます。 

 １つ目は、イノベーションでございます。昨年11月、鉄連は「ゼロカーボン・スチール

への挑戦」を公表いたしました。これはパリ協定のゴールであります２℃目標に沿った長

期的なビジョンを示したものでございます。この中でイノベーションが最大の柱となって

おり、足元ではＣＯＵＲＳＥ50やフェロコークスといった革新技術を政府の支援を受けな

がら開発中で、既に実証段階に入っております。ゼロエミッションに向けては、さらに挑

戦的な超革新技術が必要となります。今後いろいろな技術の可能性を探索していきたいと

思っております。こうしたリスクの高い研究開発には、個々の民間企業の努力は当然のこ

とですけれども、政府の役割も非常に重要でございまして、引き続き官民でスクラムを組

んで取り組んでいきたいと思っております。 

 なお、超革新技術の１つに水素還元製鉄があります。これは炭素にかわりまして水素で

鉄鉱石を還元して鉄をつくるという技術でございます。長期戦略懇談会における安倍総理

のご発言のように、水素が現状の天然ガスよりも割安になれば、利用に大きなはずみがつ

くと思います。安定供給、数量確保とともに実質的なコスト低減をぜひ実現いただきたい

と思います。 

 ２つ目が、目標の引き上げ議論についてでございます。脱炭素化の必要性、あるいは方

向性は既に各界で共有しております。同時に現状の目標も極めて困難なゴールであるとい

うことも認識されていることでありますから、目標の数値論、あるいはスケジュールの議

論というよりも、中身を詰める、あるいは具体的な内容の議論、実行の重要性に重きを置

きたいと思います。 

 ３つ目が、カーボンプライシングについてでございます。３年前の地球温暖化対策計画

は、排出量取引制度について経済への影響や効果をみきわめるとしております。カーボン

プライシング全般についても考え方は同じはずです。現状そうした経済への影響や効果の

みきわめが十分と思えません。本文にありますように、今後慎重な議論が必要だと思いま

す。 

 以上です。 
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○内山委員長  続きまして、杉山委員、お願いいたします。 

○杉山委員  イノベーションということを大事にするというのは大賛成です。その上で、

温暖化対策のＣＯ２削減のイノベーションを実現するための前提条件に関する議論が少し

足りないと思いますので、以下を具体的に提案します。 

 資料４、ページ６の30行目からですけれども、ビジネス主導による非連続なイノベーシ

ョンを実現するにはあらゆる選択肢を追求云々とあるのですが、ここを「ビジネス主導に

よる非連続なイノベーションを実現するには、まず第一に良好なマクロ経済状態を維持し、

ビジネスが活発に活動できることが前提となる。このためには安定、安価なエネルギー供

給が必須である。温暖化対策のためにこのエネルギーの安定、安価な供給が阻害されるこ

とがあれば、それはあらゆるイノベーションを阻害するものであり、気候変動対策イノベ

ーションも結果として阻害される。というのは、イノベーションは分野横断的に起きるも

のであり、気候変動対策のイノベーションだけが進むことはあり得ないからである。例え

ば現在、省エネ対策にＡＩ、ＩｏＴが大いに用いられているが、ＡＩ、ＩｏＴは経済全体

で活用されることでイノベーションが進んでいるものであり、活発な経済活動があってこ

そ、ＡＩ、ＩｏＴが進歩して、その果実がＣＯ２削減にも活用されるのである」と、この

ように書いていただきたいと思います。 

 それから、これを反映して、要約のほうの資料３―１の第２章、第１節、１、エネルギ

ーで、冒頭に「安定、安価なエネルギー供給を前提としてエネルギー転換、脱炭素化を進

める」と、「安定、安価なエネルギー供給を前提として」というのを挿入すべきと思います。 

 それから、同じですけれども、資料３―２の要約ですが、こちらも第２章、第１節、１

のエネルギーのところで、冒頭にエネルギー転換、脱炭素化と書いてありますが、ここも

「経済と環境の好循環の前提となる安定、安価なエネルギー供給を確保した上でエネルギ

ー転換、脱炭素化を進める」としていただきたいと思います。 

 それから、別の話ですけれども、本文の資料４のページ３でＩＲＥＮＡという国際機関

の試算を引用して、環境対策投資をすれば経済成長するということが書いてありますが、

この試算は欠陥がありまして、環境対策を行うためのコストについて適切に勘定していま

せん。この旨を追記するか、あるいはこのパラグラフを削除したほうがいいと思います。 

 最後ですけれども、資料４の２ページ冒頭のところ、(1)気候変動をめぐる状況というと

ころで、最近日本で起きた自然災害を出して、これが地球温暖化関係と結びつけて書いて

ありますが、ここは科学的知見の要約として不適切であります。この自然災害の主な要因
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は地球温暖化ではありません。そこにこの金額や人数を書くということは余り適切ではな

い。地球温暖化に関する寄与は全くないというわけではないですが、そこはかなり控え目

な表現になっているのは、ここで引用している気象庁の文献などをみれば、はっきりして

いることです。ここで科学的知見の要約が不適切だと後の信憑性も失われますので、ここ

は慎重に見直すか、あるいは削除したほうがいいと思います。 

 以上です。 

○内山委員長  ありがとうございました。続きまして、杉森委員の代理で池田様、お願

いいたします。 

○杉森委員（池田代理）  今回の長期戦略案はイノベーションを軸とした温暖化対策を

経済成長につなげるという非常に野心的な内容となっていると考えます。その実現には、

先ほど饗場代理からもお話がありましたように、企業のみならず、一人一人の消費者、国

民の意識・行動の変革を含め、国を挙げたさまざまなチャレンジに取り組んでいく必要が

あると考えます。その上で２点申し上げます。 

 第１に、長期戦略案に掲げられた脱炭素社会という野心的ビジョンの実現には、Ｓ＋３

Ｅを高い次元で確保したエネルギー転換が不可欠となります。そのためには、再生可能エ

ネルギーの「低コスト化」、「安定供給」、「持続的事業」の実現を通じた「主力電源化」や、

送配電網の次世代化などが求められます。また、日本国全体の電力を再エネ100％で賄うの

は現実的ではないことから、原子力についても、安全性の確保を大前提に継続的に活用し

ていかなければならないと考えます。 

 一方、我が国では、こうしたエネルギー転換に必要な電力分野への投資が停滞しており、

現状を放置すれば、Ｓ＋３Ｅを毀損し、地球温暖化対策や産業競争力強化に逆行すること

になりかねないと考えます。政府におかれましては、非化石電源である再エネの主力電源

化と原子力の継続的な利用に加えて、電力分野への投資を活性化させ、電力システムを再

構築すべく取り組みを強化していただきたいと考えます。 

 第２に、温暖化対策は地球規模の課題であり、パリ協定の長期目標は、国内に閉じた取

り組みでは実現は不可能です。経済界といたしましては、グローバルバリューチェーン、

すなわちＧＶＣを通じて地球規模での排出削減に取り組み、新興国等の成長を取り込むな

ど、「環境と成長の好循環」を実現してまいります。政府におかれましては、ＧＶＣの概念

についての国内外への普及啓発やビジネス環境整備に努めるなど、地球規模の削減に資す

る民主導の挑戦を後押ししていただきたいと考えます。 
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 以上でございます。 

○内山委員長  続いて、佐藤委員、お願いいたします。 

○佐藤（泉）委員  まず、この題名がパリ協定長期成長戦略なのですけれども、これは

英語で何というのか教えていただきたいのです。というのは、実現に向けた戦略ではなく

て、長期の成長戦略になっていますので、日本は儲かることしかやらないのではないかと

いう誤解を受けるのではないかと懸念します。。ほかの国の戦略案がこういう名前ならいい

のですけれども、気になりました。 

 それから、第１章の政策の基本的考え方なのですが、通常、政策というのは規制と自主

的取り組みのベストミックスです。また、規制の中には規制緩和と規制強化と両方ありま

す。これを各省庁が検討し、国会を通過して国民の承認を得ていくというのが日本の民主

主義だと思います。規制強化・規制緩和など規制のあり方が全く入っていないというのは

政策として違和感がございます。 

 その次の将来に希望のもてる明るい社会を描き行動するというのは、今希望がもてない

イメージがあります。目的とするところは幸せな世界、幸せな日本だと思うのです。幸福

度を考えないといけない。全体的に何か経済的なカンフル剤に感じられる内容ですけれど

も、本当は生活を楽しみ、人生を大事にするという要素が重要であり、幸せな社会におい

て低炭素を実現するということだと思います。その意味でもＳＤＧｓの誰ひとり取り残さ

ないというコンセプトが必要だと思います。 

 最後に、全体の細かいところはともかくとして、ＣＣＵＳ、ＣＣＳと原子力のところは、

これを読んで国民の方々がそのとおりだと思うか、私としては疑問を感じます。 

 以上です。 

○内山委員長  続きまして、崎田委員、お願いいたします。 

○崎田委員  ありがとうございます。今回の内容の中に、今世紀末に脱炭素を目指すと

明確に書いていただいているのはまず評価したいと思っています。それを成長戦略として

位置づけるということで、今回イノベーション、特に技術とかエネルギー戦略を重視して

描くというのは当然だと思っておりますが、このような中で実際にどう実現するかという

段階では、私たち社会をどう巻き込むかというのが大変重要になってくると思いますので、

そういう意味では、やはりこの戦略の中に社会を巻き込むという視点を強調していただく

のがいいのかなと思っています。 

 そういう意味で１つ提案は、資料にも書いていますが、共創、ともにつくるという視点
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を少し強調していただいたらどうかと思っています。例えば技術の発展とともに私たちが

暮らしとか地域を変えていくという、ともにつくっていくというところが大変重要なわけ

ですので、こういう視点を明確にしていくというのが１つ将来の方向性としていいのでは

ないかと思っています。 

 そういう場合、基本で教育のところが実はすごく大事なのですが、ここを拝見すると、

人材育成の中の特に教育のところは、大変申しわけありませんが、ほとんど10年前ぐらい

と変わらない様な文言が出ているのです。ですから、この辺をもう少し意欲的に書いてい

ただきたい 。特に環境とかエネルギー教育に関して戦略的に取り組んでいくというのが

大事だと思っています。実はＪＳＴが2015年に公表した世界96ヵ国のアンケートで私はび

っくりしました。世界96ヵ国の平均は、気候変動は大変な課題だと思うという方は79％な

のですが、日本だけは44％という大きな違いがある。やはりこの辺をもう一回考え治す必

要があると思います。 

 最後に１点なのですけれども、こういうことを踏まえると、今後この長期戦略ができた

ときに、これをもとにして私たちがどういう地域社会をつくりたいのか、それを具体的に

描くのはやはり次世代のユースの方の力が重要だと思っていますので、高校生とか大学生

の方たちを対象に、全国でこれをもとにワークショップをして、自分たちがどういう社会

をつくりたいのか描いてゆくという大きなムーブメントを起こしていくというきっかけに、

今回の戦略を使っていただくのもいいのではないかと感じます。よろしくお願いします。 

○内山委員長  続きまして、亀山委員、お願いいたします。 

○亀山委員  私は経済産業省や環境省が行っている、まさにここに書かれている技術開

発を評価する立場からコメントを２つ。１つは研究のアウトカム評価と、若手人材の育成

について述べさせていただきます。 

 今回の第１章に書かれている長期ビジョン、2050年にＣＯ２の80％削減を、世界を視野に

して書かれているというのが、やはり私どもの積み上げの技術をやっているところからす

ると、かなり野心的なレベルであると思います。2030年の26％の比ではないということを

意識しますと、これを実現するためには、やはりきちっとエビデンスを評価しないといけ

ないでしょう。ご承知のように、証拠に基づく政策立案ということでのＥＢＰＭというこ

とがいわれていますので、長期ビジョンに書かれているような研究開発プログラムをただ

やるのではなくて、その技術が世界に使われたときに、それでどれだけのアウトカムでＣ

Ｏ２削減が生み出されるかというのをきちっと評価する予算措置を行って、もし効果があ
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れば、さらに政策の加速をするということをぜひやっていただきたい。 

 それから、2050年を支えるのは若手ですから、若手人材の育成、１行、44ページに書か

れているのですが、これについては野心的な予算をつけて、特に文部科学省を巻き込んだ

形での政策立案をしないと、やはりなかなか実現しないので、その２点を申し上げたいと

思います。 

○内山委員長  続きまして、遠藤委員、お願いいたします。 

○遠藤委員  気候変動問題に取り組むことは先進国、そして高いエネルギー効率を獲得

した技術保有国である日本の義務であると思います。そういう意味では、こうした長期ビ

ジョンを共有するということは重要な意義があろうと思います。 

 皆様、専門家が多くいらっしゃるので、私の研究領域について申し上げますと、電力は

ＡＩやＩｏＴが提供する非連続なイノベーションを下支えする、ますます重要なインフラ

になっていくと思います。地政学上の不安定さは増していて、エネルギーセキュリティー

の確保についても重要性が増しています。一定の排出量がある電力セクターが気候変動問

題に取り組むということは大変重要なのですが、気候変動問題だけで電源構成を決めると

いうことはやはり余りにナイーブです。例えば日本の国土事情を考えれば、大規模災害に

備えるためには長距離運搬が可能な石炭はゼロにするわけにはいきません。日本は全ての

電源について否定できる余裕はありませんので、全ての電源において次世代の技術開発を

怠るわけにはいかないと考えます。 

 例えば原子力についても、原子力の能力は、従来いわれてきたベースロード電源のみと

してではなくて、再生可能エネルギーの負荷調整に小型炉が有効であるということはグロ

ーバルの政策議論の場ではホットなイシューです。そういうこともいろいろありますので、

今回の長期ビジョンについて、エネルギーの分量も大変多く割かれているわけですけれど

も、エネルギーミックスを重視したエネルギー基本計画を踏襲していることについては非

常に賛同したいと思っております。 

 以上でございます。 

○内山委員長  最後になりますが、秋元委員、お願いいたします。 

○秋元委員  どうもありがとうございます。今回の戦略ですけれども、全体としては非

常によくできた戦略だと思っています。長期的な野心的なビジョンを掲げ、そして環境と

経済の好循環を生み出すということで、あと長期の話としてはＳＤＧｓをちゃんと書いて

いたり、ソサエティー5.0を書いていたり、それを支える部分で非連続的なイノベーション
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の重要性を書いているということで、非常に評価していいのではないかと思います。また、

いっぱい細かく記述して、まじめ過ぎるところの記述があるような気はしますけれども、

日本らしくていいかなという気はしました。 

 ただ、少し委員からも話がありましたように、技術のピッキングを行い過ぎると、これ

はちょっと問題があり得ますので、もう少し全般的な非連続的なイノベーションを生み出

すような政策、例えば投資減税とか、むしろ基礎研究の強化とか、規制緩和もそうかもし

れませんけれども、そういったことについてももう少し触れていただければいいかなと思

います。これは田中加奈子委員がおっしゃったと思いますけれども、一部のところで目指

すべきビジョンというところがあって、長期ビジョンはいいのですが、それぞれのところ

がそう書かれると、余計にピッキングしそうになってしまうので、そこを少し言葉を検討

いただきたいと思いました。 

 ＩＴとかＡＩとか、そういう進展によって幅広くイノベーションを生み出していくとい

うところも非常に重要ですので、これも誰か委員がおっしゃいましたけれども、重要かと

思います。 

 最後、１点ですけれども、これは杉山委員がおっしゃいましたけれども、私も３ページ

目のＩＲＥＮＡのここの引用はちょっと懸念があって、普通のＩＰＣＣのいろいろな経済

分析は、ほとんどはマクロ経済としてはマイナスの影響が出るという部分を、ＩＲＥＮＡ

は都合がいい分析をしていると思いますので、そこは信頼性の問題があるので、削除した

ほうがいいのではないかと思います。 

 以上です。 

○内山委員長  以上で皆様方からご意見をいただきました。まことにありがとうござい

ました。もう１つ、欠席の方から書面で意見を賜っていますので、簡単に説明をお願いし

ます。 

○亀井環境経済室長  大石委員から、きょうご欠席ということで、ご意見を代読するよ

うにといただいています。 

 １つは、金融ビジネスの情勢の変化ということで、温暖化防止に向けて投資の引き上げ、

ダイベストメントの動きが世界で活発になっているということを真摯に受けとめる必要が

あるという旨をどこかに記載すべきではないかということ。 

 もう１つは、エネルギー効率の向上ということで、きょうもご議論がございましたけれ

ども、住宅については新築のみならず、現存する住宅での省エネ性能の向上を進めること
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が重要であると考えると。新築はもちろんストックの住宅の省エネ、断熱化も急務である

ということをご意見としていただいています。 

 もう１つは、電力の原子力の課題として、安全確保だけではなくて、廃棄物問題もある

のではないかということ。 

 あと、フロンの問題についても取り上げるべきではないかというご意見をいただいてお

ります。 

 以上です。 

○内山委員長  司会の不手際で時間が大分押してきてしまいまして、大変恐れ入ります

が、10～15分ほど終了時間を延長させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

します。 

 それでは、ただいま皆様方からご質問があった点につきまして事務局から回答をお願い

いたします。 

○木野低炭素社会推進室長  まず、環境省から。 

 まず最初に、藤井委員からご指摘がありました、このような人数で時間が非常に限られ

ているというところで、委員の方々には非常に短い時間で本当に申しわけありませんでし

た。今後改善について、委員長を初め、ご相談したいと思います。ただ、その中で本当に

貴重なご意見、ご指摘をいただいたことにまず感謝申し上げます。 

 時間の関係でご指摘について全てにお答えできないのですけれども、この場では複数の

委員からご指摘があった点と、ご質問いただいた点を中心に５点ほど、まず私からお答え

できればと思います。 

 まず１点目、非連続なイノベーション、このイノベーションにこだわり過ぎるのではな

いか、ここに頼ってはよくないというご指摘がありました。 

 このイノベーションの捉え方なのですけれども、３点あるかなと私は思っておりまして、

１つは、今回の脱炭素社会の実現により排出を実質ゼロにするという高いビジョンをいた

だきましたので、今みえていない水素、ＣＣＳ含め、ゼロともっていくためには、やはり

技術の革新が要るということで、丁寧にその要素を盛り込んでいるのが１点目。 

 ２つは、ほかの委員からもご指摘がありましたけれども、イノベーションということは、

今ある技術の普及をしっかり社会に実装するということを含めてイノベーションだと思い

ますので、現在ある技術のコスト低減を含めてしっかりやっていくということ。 

 ３つは、江守委員からも、ＣＣＵが例えば実用化すれば、化石燃料を幾ら使ってもいい
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みたいな誤解があるのではないかと各論でも指摘がありましたけれども、これについては

本体のドラフトの15ページ、16ページでも、省エネルギーをまずしっかりやっていくこと

が大事だということ、化石燃料、石炭についても、パリ協定に整合的に減らすだけではな

くて、依存度も低減していくということもありますので、そういう誤解がないように、し

っかり最後書き込んでいきたいと思います。 

 ２つ目、石炭火力について、全廃と書かないといけないのではないかというご指摘がご

ざいました。懇談会の提言を受けまして、戦略案の中では火力発電についてはパリ協定の

長期目標と整合的にＣＯ２の排出削減をやっていくということで書かせていただいていま

す。これは懇談会のご議論を私なりに解釈すると、石炭もそうですけれども、ほかのガス

火力含めて、パリ協定の下で脱炭素社会に移行していくには、最終的にＣＯ２自体を減ら

さなければいけない、そこを強調いただいたということで理解しております。 

 関連のご質問として、パリ協定の長期目標と整合的にはどういうことですかということ

で小西委員からあったと思いますけれども、これは日本だけでなく、各国、これから２度

目標、あるいは1.5度の努力目標に整合的な削減目標が出てくると思います。日本だと50

年までに８0％の削減、さらに今世紀後半のできるだけ早期に実質ゼロと、そういった中で

エネルギー部門がそれに沿う形で貢献する、それに十分な削減が火力発電でも図られてい

るという理解をしてございます。 

 ３点目、今回の戦略案の中で、住先生を初め、藤村先生などから、地域という観点で記

述量が少ないのではないかというご指摘をいただいております。これに関しましては、こ

の戦略の中で地域循環共生圏を初めとする、地域発でしっかりカーボンニュートラルの実

現に取り組んでいきたいという方向性は書けているのかなと思ってございます。これをス

タートとして、まさにこれから各地域で需要側の視点、あるいはニーズ、どういうありた

い姿を目指すのかといったところを、各地域、自治体、市民、その地域の企業、社会を巻

き込んでしっかり議論していって、対話、あるいは連携して、その社会像を実際にこれか

らつくっていくことで具体化していく、というスタート地点として捉えているということ

でございます。 

 ４点目ですけれども、質問として藤村委員から、若い人、次世代に対して我々が責任を

果たせる戦略となっているかというご質問がございました。これにつきましては、提言を

含めまして、今後、将来日本が実質ゼロの脱炭素社会をできるだけ早期に目指すという明

確なビジョンをいただいています。これを全てのステークホルダー、全ての分野の主体が
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受けとめて、提言でも指摘があったように、「今」から迅速にやっていく、しかも、世界の

ＣＯ２ゼロに向けて、日本がしっかりと世界にソリューションを与えられる、実践をしっ

かりやって、世界にも貢献していくということで、十分責任を果たせるという戦略案にな

っているのではないかと感じてございます。 

 あと、１つ質問で、戦略のレビューの期間がどうして６年なのかというご指摘がござい

ました。これにつきましては、この長期戦略と特に関係が深い政府の法定計画で、地球温

暖化対策計画、エネルギー基本計画というのがございますけれども、それぞれ３年ごとに

見直すということになっておりますので、そのスパンを考えると６年程度ということかな

と思っておりますが、６年ということに縛られず、ご指摘があったように、大きな情勢変

化があったら、しっかり対応していくということかと思います。 

 最後ですけれども、井田委員から、前回から含めてプラスチックをどうするのかという

ご指摘、ご質問がございました。これについては39ページでプラスチックの資源循環とい

う観点を今回盛り込ませていただいているので、後ほどご参照いただければと思います。 

 あと、経産省さんからよろしくお願いします。 

○亀井環境経済室長  ありがとうございます。幾つか補足させていただきます。まず、

脱炭素社会というのはカーボンニュートラルという定義であります。これは長期戦略でも

ご参照いただけたらと思います。 

 あと、幾つか金融ファイナンスと情報の信頼性に関するご意見をいただきました。これ

についてもＴＣＦＤコンソーシアムの設立し、金融界と産業界でこのあり方について議論

してまいりたいと考えております。また、金融庁ともしっかり連携を図ることが大事では

ないかというご提言もいただきましたが、このコンソーシアムの設立にあたり、金融庁、

環境省、経産省でしっかり連携してまいりたいと考えております。 

 あと、グローバルバリューチェーンを通じたＣＯ２の排出削減貢献について、どういう

算定方法や評価方法に関するご意見もございました。これについては我々、温室効果ガス

削減貢献量定量化ガイドラインを２０１８年３月に策定したことも書かせていただいてお

りますし、まさに算定方法が業界を越えて、または国を越えて、頭をそろえるという取り

組みが大事であるということでガイダンスをつくって、それを海外に普及していく取り組

みをしております。こういったことも今後の方針に記載しておりますので、取り組んでま

いりたいと思います。 

 若者との対話が大事であるというご意見もございました。これも今回の長期戦略の１つ
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の重要な施策として書かせていただいております。あとビジョンの記載内容や、用語等、

幾つか長期戦略をアピールしていくに当たって、もうちょっとビジョンを明確に書いたら

どうかといったご意見もいただきました。こういうものも表現上の工夫としてさせていた

だけたらと思います。 

 私からは以上です。 

○内山委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、閉会に当たりまして、中央環境審議会の三村部会長より一言ご挨拶をお願い

いたします。 

○三村部会長  本日はたくさんのご意見をどうもありがとうございました。もう時間も

ありませんので、ごく簡単に２点だけ、きょう非常に印象深かった点についてお話を申し

上げたいと思います。 

 この長期戦略を実現する方策の柱は非連続なイノベーションということですけれども、

エネルギーや産業分野だけではなくて、社会、あるいは経済、ファイナンス、そういう分

野においてもイノベーションが必要だというご意見はたくさんありました。特に国民的に

脱炭素社会を目指すという担い手である自治体や市民の方、多くの多様な方々に理解して

いただくという点では、まさにその意見はそのとおりだと思いました。 

 先ほど経産省からも触れられましたけれども、２点目は人材育成ということであります。

私、現在、国立大学の学長をやっておりまして、そういう若い世代に国が目指す方向、社

会が目指す方向を理解して、その担い手になってもらうというのは今後にとって非常に重

要だと思っておりますので、その点もまた重要なご指摘ではなかったかと思います。どう

もありがとうございました。 

○内山委員長  ありがとうございました。今回、今世紀末を目標に長期戦略を他国に先

駆けて日本が全体でとりまとめたということは大変意義があることではないかと思います。

今後は国民各層にこれを周知するとともに、世界で評価される長期戦略にしていくことが

重要と考えられますので、引き続き皆様方のご指導をどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に、環境省地球環境局の森下局長より一言ご挨拶をお願いいたします。 

○森下地球環境局長  環境省地球環境局長・森下でございます。本日は本当に精力的な

ご議論、大変ありがとうございました。御礼を申し上げたいと思います。本日いただきま

したご意見を踏まえまして、６月にＧ20が開かれるということを念頭に、この長期戦略を

しっかりと充実したものにすべく、さらに検討を深めてまいりたいと考えてございます。 
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 この長期戦略、パリ協定に基づくものでございまして、2020年までに国連に出してねと

いうことになっていますが、伊勢志摩サミットでＧ７はそれに十分先立って、well ahead 

of 2020ということで長期戦略をつくろうということになっています。今まだつくっていな

いのがイタリアと日本ということでありますけれども、早くつくらなければいけないとい

うことよりも、むしろ中身をしっかりと充実させるということが非常に大事だと思ってお

ります。その意味でも日本らしいもの、そして世界にソリューションを提供できるもの、1.

5度といった新しい動きも踏まえて、世界に対して日本が貢献していく姿をしっかりとこの

長期戦略で世界に示してまいりたいと考えております。今後広く国民の皆様の意見をちょ

うだいするということでパブリックコメントも実施してまいりますし、説明会などについ

ても開催していきたいと考えております。 

 これまで中環審の皆様におかれましては、長期低炭素ビジョン等をおまとめいただくな

ど、長い期間、長期戦略の策定に向けて積極的にご議論をいただいてまいりました。この

場をおかりしまして、心から御礼を申し上げたいと思います。本日は皆様、ありがとうご

ざいました。 

○内山委員長  これで本日の議事は全て終了いたしました。事務局から何かあれば連絡

等、よろしくお願いいたします。 

○亀井環境経済室長  皆様、活発なご議論、ありがとうございました。本日の議事録に

つきましては、事務局でとりまとめを行いまして、本日ご発言いただいた皆様にご確認い

ただきました後にホームページに掲載させていただきたいと思います。 

○内山委員長  司会の不手際で終了時刻が延期したことを重ねておわび申し上げます。

どうも失礼しました。 

 以上で本日の議事を終了したいと思います。皆様、本当にありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 

 


